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て
い
る
作
品
に
よ
れ
ば
、
天
武
・
持
統
・
文
武
朝
に
か
け
て
活
躍
し
た
歌
人
で

あ
り
、
中
で
も
長
歌
作
品
に
歌
人
と
し
て
の
す
ぐ
れ
た
資
質
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
多
く
は
、
晴
の
場
に
お
け
る
作
で
あ
る
。
人
麻
呂
が
多
く
の
作

品
を
残
し
た
持
統
朝
と
い
う
時
代
の
中
で
、
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
吉
野
へ
の

行
幸
従
駕
時
の
作
と
思
わ
れ
る
二
種
の
行
幸
歌
で
あ
る
。

吉
野
の
宮
に
幸
し
し
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
れ
る
歌

Ａ　

や
す
み
し
し　

わ
ご
大
君
の　

聞
し
食
す　

天
の
下
に　

国
は
し
も　

多

に
あ
れ
ど
も　

山
川
の　

清
き
河
内
と　

御
心
を　

吉
野
の
国
の　

花

散
ら
ふ　

秋
津
の
野
辺
に　

宮
柱　

太
敷
き
ま
せ
ば　

百
磯
城
の　

大

宮
人
は　

船
並
め
て　

朝
川
渡
り　

舟
競
ひ　

夕
河
渡
る 

こ
の
川
の　

絶
ゆ
る
こ
と
な
く　

こ
の
山
の　

い
や
高
知
ら
す　

水
激
つ　

滝
の
都

は　

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
・
三
六
）

　
　
　
　
　

反 

歌

見
れ
ど
飽
か
ぬ
吉
野
の
河
の
常
滑
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
還
り
見
む

                                                  

（
同
・
三
七
）

Ｂ　

や
す
み
し
し　

わ
ご
大
君　

神
な
が
ら　

神
さ
び
せ
す
と　

吉
野
川　

激

つ
河
内
に　

高
殿
を　

高
知
り
ま
し
て　

登
り
立
ち　

国
見
を
せ
せ
ば

畳
は
る　

青
垣
山　

山
神
の　

奉
る
御
調
と　

春
べ
は　

花
か
ざ
し
持

ち　

秋
立
て
ば　

黄
葉
か
ざ
せ
り
〔
一
は
云
は
く
、
黄
葉
か
ざ
し
〕　

逝
き

副
ふ　

川
の
神
も　

大
御
食
に　

仕
へ
奉
る
と　

上
つ
瀬
に　

鵜
川
を

一　

は
じ
め
に

柿
本
人
麻
呂
と
い
う
歌
人
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
と
作
品
へ
の
展
開
と
い
う

問
題
は
、
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
に
は
じ
ま
り
、
長
き
に
わ
た
り
課
題
と
さ

れ
続
け
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
人
麻
呂
作
品
に
限
ら
ず
、『
万
葉
集
』
と
い

う
歌
集
が
成
立
す
る
背
後
に
存
在
し
た
大
量
の
漢
籍
や
仏
典
が
、
歌
人
あ
る
い

は
個
別
の
作
品
形
成
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
文
学
と
し
て
昇
華
さ
れ
た
の
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
主
流
で
あ
っ
た
出
典
論
的
研
究
か
ら
、
作

品
内
部
の
読
み
へ
と
向
か
う
作
品
論
へ
の
展
開
が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
近
江
朝
漢
文
学
の
時
代
に
続
い
て
登
場
す
る

柿
本
人
麻
呂
は
、『
万
葉
集
』
の
早
期
に
活
動
し
た
歌
人
で
あ
り
、
人
麻
呂
が

ど
の
よ
う
に
漢
籍
を
受
容
し
て
作
品
が
形
成
さ
れ
た
の
か
、
改
め
て
考
察
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

柿
本
人
麻
呂
は
、『
万
葉
集
』
の
中
で
も
第
一
の
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
な
が
ら
、

そ
の
閲
歴
は
史
書
に
は
み
え
ず
、
彼
の
存
在
は
『
万
葉
集
』
に
残
さ
れ
た
作
品

で
の
み
証
明
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
人
麻
呂
は
、『
万
葉
集
』
に
収
録
さ
れ

柿
本
人
麻
呂
の
漢
籍
受
容
と
そ
の
作
品
形
成

　

―
吉
野
行
幸
従
駕
歌
と
山
水
詩
を
め
ぐ
っ
て
―

 

大
谷　

歩
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内
尒　

高
殿
乎　

高
知
座
而　

上
立　

国
見
乎
為
勢
婆　

畳
有　

青
垣

山　

山
神
乃　

奉
御
調
等　

春
部
者　

花
挿
頭
持　

秋
立
者　

黄
葉
頭

刺
理
〔
一
云
、
黄
葉
加
射
之
〕　

逝
副　

川
之
神
母　

大
御
食
尒　

仕
奉
等

上
瀬
尒　

鵜
川
乎
立　

下
瀬
尒　

小
網
刺
渡　

山
川
母　

依
弖
奉
流　

神
乃
御
代
鴨

　
　
　
　
　

反 

歌

山
川
毛　

因
而
奉
流　

神
長
柄　

多
藝
津
河
内
尒　

船
出
為
加
母

右
、
日
本
紀
曰
、
三
年
己
丑
正
月
、
天
皇
幸
吉
野
宮
。
八
月
幸
吉
野

宮
。
四
年
庚
寅
二
月
、幸
吉
野
宮
。
五
月
幸
吉
野
宮
。
五
年
辛
卯
正
月
、

幸
吉
野
宮
。
四
月
幸
吉
野
宮
者
、
未
詳
知
何
月
従
駕
作
歌（

１
）

。

こ
の
吉
野
行
幸
歌
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
歌
表
現
の
細
部
に
至
る
ま
で
詳
細

な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
人
麻
呂
に
お
け
る
〈
伝
統
と
創
造
〉

と
い
う
視
点
が
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
持
統
朝
と
い
う
時

代
性
や
、
吉
野
と
い
う
場
所
の
持
つ
性
格
に
つ
い
て
も
、
当
該
作
品
の
考
察
に

は
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
当
該
作
品
が
二
連
の
長
歌
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
Ａ
Ｂ
を
別
時
の
作
と
す
る
か
、
同
時
の
作
と
捉
え
る
か

と
い
う
、
作
品
の
連
続
性
に
つ
い
て
も
長
く
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

近
年
は
こ
の
二
者
択
一
で
は
な
く
、
Ａ
Ｂ
を
連
続
性
お
よ
び
相
互
補
完
的
関
係

の
中
に
捉
え
な
が
ら
論
じ
る
向
き
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
で
、
当
該
作
品

の
背
後
に
古
代
中
国
の
「
山
水
仁
智
」
の
思
想
が
あ
る
こ
と
や
、
老
荘
思
想

に
よ
り
吉
野
が
神
仙
境
に
見
立
て
ら
れ
た
と
い
う
理
解
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、

立
ち　

下
つ
瀬
に　

小
網
さ
し
渡
す　

山
川
も　

依
り
て
仕
ふ
る　

神

の
御
代
か
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
・
三
八
）

　
　
　
　

反 
歌

山
川
も
依
り
て
仕
ふ
る
神
な
が
ら
た
ぎ
つ
河
内
に
船
出
せ
す
か
も

                                                  

（
同
・
三
九
）

右
は
、
日
本
紀
に
曰
は
く
「
三
年
己
丑
の
正
月
、
天
皇
吉
野
の
宮
に

幸
す
。
八
月
吉
野
の
宮
に
幸
す
。
四
年
庚
寅
の
二
月
、
吉
野
の
宮
に

幸
す
。
五
月
吉
野
の
宮
に
幸
す
。
五
年
辛
卯
の
正
月
、
吉
野
の
宮
に

幸
す
。
四
月
吉
野
の
宮
に
幸
す
」
と
い
へ
れ
ば
、
い
ま
だ
詳
ら
か
に

何
月
の
従
駕
に
作
れ
る
歌
な
る
を
か
知
ら
ず
。

幸
于
吉
野
宮
之
時
、
柿
本
朝
臣
人
麿
作
歌

Ａ　

八
隅
知
之　

吾
大
王
之　

所
聞
食　

天
下
尒　

国
者
思
毛　

沢
二
雖
有　

山
川
之　

清
河
内
跡　

御
心
乎　

吉
野
乃
国
之　

花
散
相　

秋
津
乃
野

辺
尒　

宮
柱　

太
敷
座
波　

百
磯
城
乃　

大
宮
人
者　

船
並
弖　

旦
川

渡　

舟
競　

夕
河
渡　

此
川
乃　

絶
事
奈
久　

此
山
乃　

弥
高
思
良
珠

　

水
激　

瀧
之
宮
子
波　

見
礼
跡
不
飽
可
聞

　
　
　
　

反 

歌

雖
見
飽
奴　

吉
野
乃
河
之　

常
滑
乃　

絶
事
無
久　

復
還
見
牟

Ｂ　

安
見
知
之　

吾
大
王　

神
長
柄　

神
佐
備
世
須
登　

芳
野
川　

多
藝
津
河
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い
っ
た
り
、
混
同
し
た
り
す
る
こ
と
は
厳
に
つ
つ
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い（
２
）

。

身
崎
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
作
品
の
時
代
的
背
景
を
た
だ
ち
に
作
品
の

読
み
に
持
ち
込
む
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
身
崎
氏

も
人
麻
呂
と
い
う
歌
人
は
「
持
統
朝
と
い
う
時
代
と
必
然
と
も
い
う
べ
き
む
す

び
つ
き
を
有
し
て
い
る
」（
前
掲
書
）
と
も
述
べ
て
お
り
、
や
は
り
持
統
天
皇
の

吉
野
行
幸
と
当
該
作
品
を
完
全
に
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と

い
え
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
〈
持
統
天
皇
の
吉
野
行
幸
〉
と

い
う
枠
組
み
を
少
し
広
げ
て
、
持
統
天
皇
の
行
幸
の
理
念
や
目
的
と
い
う
視
点

か
ら
の
考
察
を
試
み
た
い
。
そ
の
上
で
、
人
麻
呂
の
吉
野
行
幸
歌
と
、
持
統
天

皇
の
行
幸
の
理
念
や
目
的
と
が
い
か
な
る
関
係
性
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討

し
た
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
当
該
作
品
の
背
後
に
横
た
わ
っ
て
い
る
、
吉
野

を
山
水
の
地
で
あ
り
神
仙
境
で
あ
る
と
す
る
儒
教
や
老
荘
の
思
想
が
、
天
皇
行

幸
の
理
念
と
ど
の
よ
う
に
切
り
結
び
、
作
品
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二　

持
統
天
皇
と
行
幸
の
思
想

持
統
天
皇
の
行
幸
の
理
念
や
目
的
に
つ
い
て
は
以
前
別
稿
に
て
考
察
し
た
こ

と
が
あ
る
が（

３
）

、
当
該
作
品
の
検
討
に
要
す
る
た
め
、
そ
の
概
要
を
示
し
て
お
き

た
い
。
神
武
天
皇
よ
り
は
じ
ま
る
天
皇
行
幸
の
目
的
を
大
別
す
る
と
、
⑴
国
見
、

後
述
す
る
よ
う
に
人
麻
呂
が
中
国
文
学
に
学
び
、
当
該
作
品
に
も
そ
の
受
容
が

み
ら
れ
る
と
い
う
立
場
か
ら
の
論
考
も
存
す
る
。

当
該
作
品
が
持
統
天
皇
の
吉
野
行
幸
と
深
い
関
わ
り
に
あ
る
こ
と
は
、
左
注

が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
当
該
の
左
注
は
、
持
統
天
皇
三
年
正
月
・
八
月
、
四

年
二
月
・
五
月
、
五
年
正
月
・
四
月
に
お
け
る
吉
野
へ
の
行
幸
記
事
を
引
用
し

て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
従
駕
時
の
作
か
は
未
詳
で
あ
る
と
い
う
。
持
統
天
皇
の

吉
野
行
幸
は
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
従
え
ば
三
十
一
回
を
数
え
、
他
の
土
地

へ
の
行
幸
も
含
め
る
と
、
持
統
天
皇
の
行
幸
数
は
『
日
本
書
紀
』
の
中
で
は
歴

代
最
多
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
息
子
で
あ
る
草
壁
皇
子
が
薨
去
し
、
四
年
に
天
皇

と
し
て
即
位
し
て
以
降
に
増
加
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
持
統
天
皇
の
吉
野

行
幸
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
天
武
天
皇
へ
の
追
懐
・
思
慕
の
情
に
よ
る
と
す
る

説
や
、
神
仙
を
求
め
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
説
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
が
提
出

さ
れ
て
い
る
が
、
定
説
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』

の
簡
潔
な
行
幸
の
記
述
か
ら
で
は
、
そ
の
目
的
を
明
確
に
見
出
せ
な
い
こ
と
が

原
因
で
あ
る
。
こ
の
持
統
天
皇
と
当
該
作
品
の
関
係
に
つ
い
て
、
身
崎
寿
氏
は

次
の
よ
う
に
提
言
す
る
。

吉
野
行
幸
の
目
的
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
、
吉
野
讃

歌
と
い
う
作
品
の
意
図
し
た
も
の
が
た
だ
ち
に
解
明
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
た
し
か
に
、
吉
野
行
の
目
的
と
い
う
こ
と
と
こ
の
作
品
と
は
無
関

係
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。（
中
略
）
だ
が
、
こ
の
ふ
た
つ
は
あ
く
ま

で
も
別
次
元
の
こ
と
が
ら
な
の
だ
か
ら
、
も
た
れ
あ
い
の
関
係
に
お
ち
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勢
に
幸
さ
む
と
し
て
、
農
時
を
妨
げ
た
ま
ふ
こ
と
を
諫
め
争
め
ま
つ
る
。

　

三
月
の
丙
寅
の
朔
戊
辰
に
、
浄
広
肆
広
瀬
王
・
直
広
参
当
摩
真
人
智
徳
・

直
広
肆
紀
朝
臣
弓
張
等
を
以
て
、
留
守
官
と
す
。
是
に
、
中
納
言
大
三
輪

朝
臣
高
市
麻
呂
、
其
の
冠
位
を
脱
き
て
、
朝
に
擎
上
げ
て
、
重
ね
て
諫
め

て
曰
さ
く
、「
農
作
の
節
、
車
駕
、
未
だ
以
て
動
き
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
」

と
ま
う
す
。
辛
未
に
、
天
皇
、
諫
に
従
ひ
た
ま
は
ず
、
遂
に
伊
勢
に
幸
す
。

壬
午
に
、
過
ぎ
ま
す
神
郡
、
及
び
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
の
国
造
等
に
冠
位

を
賜
ひ
、并
て
今
年
の
調
役
を
免
し
、復
、供
奉
れ
る
騎
士
・
諸
司
の
荷
丁
・

行
宮
造
れ
る
丁
の
今
年
の
調
役
を
免
し
て
、
天
下
に
大
赦
す
。
但
し
盗
賊

は
赦
例
に
在
ら
ず
。
甲
申
に
、
過
ぎ
ま
す
志
摩
の
百
姓
、
男
女
の
年
八
十

よ
り
以
上
に
、
稲
、
人
ご
と
に
五
十
束
賜
ふ
。
乙
酉
に
、
車
駕
、
宮
に
還

り
た
ま
ふ
。
到
行
し
ま
す
毎
に
、
輙
ち
郡
県
の
吏
民
を
会
へ
て
、
務
に
労

へ
、
賜
ひ
て
楽
作
し
た
ま
ふ
。
甲
午
に
、
詔
し
て
、
近
江
・
美
濃
・
尾
張
・

参
河
・
遠
江
等
の
国
の
供
奉
れ
る
騎
士
の
戸
、
及
び
諸
国
の
荷
丁
・
行
宮

造
れ
る
丁
の
今
年
の
調
役
を
免
す
。
詔
し
て
、
天
下
の
百
姓
の
、
困
乏
し

く
し
て
窮
れ
る
者
に
稲
た
ま
は
ら
し
む
。
男
に
は
三
束
、
女
に
は
二
束
。

こ
の
行
幸
記
事
の
二
月
条
に
は
、
大
神
高
市
麻
呂
が
農
事
の
妨
げ
と
な
る
こ

と
か
ら
、
行
幸
を
中
止
す
る
よ
う
持
統
天
皇
へ
諫
言
し
た
と
い
う
記
事
が
載
る
。

続
く
三
月
条
で
は
、
高
市
麻
呂
は
自
ら
の
職
を
か
け
て
再
度
天
皇
へ
の
諫
言
を

行
う
の
で
あ
る
が
、
持
統
天
皇
は
高
市
麻
呂
の
意
見
を
聞
き
入
れ
ず
、
伊
勢
行

幸
を
決
行
す
る
。
こ
の
高
市
麻
呂
の
諫
言
の
記
事
は
『
万
葉
集
』
巻
一
・
四
四

⑵
神
祀
り
、
⑶
遊
猟
、
に
ま
と
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
中
で
持
統
朝

に
ま
で
引
き
継
が
れ
た
要
素
は
⑵
の
神
祀
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
持
統
天
皇

の
吉
野
行
幸
後
に
神
祀
り
が
行
わ
れ
た
と
い
う
記
述
を
三
例
ほ
ど
確
認
で
き

る
。
一
に
持
統
六
年
七
月
の
吉
野
行
幸
時
に
使
者
に
広
瀬
の
神
と
龍
田
の
神
を

祀
ら
せ
、
二
に
七
年
七
月
の
吉
野
行
幸
で
は
広
瀬
大
忌
神
と
龍
田
風
神
を
祀
ら

せ
、
三
に
十
一
年
四
月
の
吉
野
行
幸
で
も
広
瀬
と
龍
田
の
神
を
祀
ら
せ
て
い
る
。

こ
の
一
連
の
神
祀
り
は
、
天
武
紀
四
年
四
月
の
「
風
神
を
龍
田
の
立
野
に
祠
ら

し
む
」、「
大
忌
神
を
広
瀬
の
河
曲
に
祭
ら
し
む（

４
）

」
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、

天
武
紀
十
三
年
七
月
の
広
瀬
行
幸
の
際
に
も
神
祀
り
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。

天
皇
行
幸
に
お
い
て
神
祀
り
が
重
視
さ
れ
た
の
は
、
古
代
日
本
の
伝
統
的
儀

礼
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
国
見
も
遊
猟
も
、
神
祀
り
を
基
本
と
し
た
儀

礼
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
上

古
の
天
皇
の
行
幸
と
は
異
な
り
、
天
皇
行
幸
が
新
た
な
理
念
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
た
事
例
を
、
持
統
天
皇
六
年
の
伊
勢
行
幸
の
詳
細
な
記
事
の
中
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

二
月
の
丁
酉
の
朔
丁
未
に
、
諸
官
に
詔
し
て
曰
は
く
、「
当
に
三
月
三

日
を
以
て
、
伊
勢
に
幸
さ
む
。
此
の
意
を
知
り
て
、
諸
の
衣
物
を
備
ふ
べ

し
」
と
の
た
ま
ふ
。
陰
陽
博
士
沙
門
法
蔵
・
道
基
に
銀
二
十
両
賜
ふ
。
乙

卯
に
、
刑
部
省
に
詔
し
て
、
軽
繋
を
赦
し
た
ま
ふ
。
是
の
日
に
、
中
納
言

直
大
貳
三
輪
朝
臣
高
市
麻
呂
、
表
を
上
り
て
敢
直
言
し
て
、
天
皇
の
、
伊
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を
行
う
天
皇
行
幸
の
在
り
方
は
先
例
の
な
い
特
殊
な
行
幸
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

古
代
中
国
の
天
子
巡
行
の
形
式
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。

古
代
中
国
に
お
け
る
天
子
巡
行
の
理
念
は
多
く
の
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

漢
代
の
礼
の
規
範
書
で
あ
る
『
礼
記
』
の
「
王
制
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
み

え
る
。天

子
五
年
一
巡
守
。〈
天
子
以
海
内
為
家
、時
一
巡
省
之
。
五
年
者
虞
夏
之
制
也
。

周
則
十
二
歳
一
巡
守
。〉歳
二
月
、東
巡
守
至
于
岱
宗
。
柴
而
望
祀
山
川
。〈
柴

祭
天
告
至
也
。〉
覲
諸
侯
、
問
百
年
者
、
就
見
之
。
命
大
師
陳
詩
、
以
観
民

風
。〈
陳
詩
、
謂
采
其
詩
而
視
之
。〉（
以
下
略
）

〔
天
子
は
五
年
に
一
た
び
巡
守
す
〈
天
子
は
海
内
を
以
て
家
と
為
し
、
時
に
一

た
び
之
を
巡
省
す
。
五
年
は
虞
夏
の
制
な
り
。
周
は
則
ち
十
二
歳
に
一
た
び
巡

守
す
〉。
歳
の
二
月
、
東
に
巡
守
し
て
岱
宗
に
至
る
。
柴
き
て
山
川
を
望
祀
す

〈
柴
は
天
を
祭
り
て
至
る
を
告
ぐ
る
な
り
〉。
諸
侯
を
覲
し
、百
年
の
者
を
問
ひ
、

就
い
て
之
を
見
る
。
大
師
に
命
じ
て
詩
を
陳
ね
し
め
て
、
以
て
民
の
風
を
観
る

〈
詩
を
陳
ぬ
と
は
、
其
の
詩
を
采
り
て
之
を
視
る
を
謂
ふ（

５
）
〉。〕

こ
こ
に
は
、
天
子
は
五
年
に
一
度
巡
狩
（
守
）
す
る
こ
と
、
二
月
に
は
東
に

巡
狩
し
て
岱
宗
で
山
川
を
望
祀
す
る
こ
と
、
諸
侯
に
会
う
こ
と
、
百
歳
の
者
を

た
ず
ね
る
こ
と
、
大
師
に
詩
を
奏
上
さ
せ
て
民
の
風
俗
を
知
る
こ
と
な
ど
が
示

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
引
用
部
に
続
い
て
、
二
月
に
は
東
に
、
五
月
に
は
南
に
、

八
月
に
は
西
に
、
十
一
月
に
は
北
に
巡
狩
す
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
天
子

が
こ
れ
ら
を
正
し
く
め
ぐ
る
こ
と
は
、
王
が
天
の
動
き
に
合
わ
せ
て
天
下
を
め

番
歌
の
左
注
に
も
み
え
、『
日
本
霊
異
記
』
に
も
こ
の
出
来
事
に
取
材
し
た
忠

臣
説
話
（
上
巻
・
第
二
十
五
縁
）
が
載
る
な
ど
、
当
時
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
事
件

で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
農
事
で
忙
し
い
最
中
に
、
無
理
な
行
幸
を
決

行
し
て
民
の
負
担
に
な
る
こ
と
を
危
惧
し
た
高
市
麻
呂
は
、
民
の
た
め
に
行
動

す
る
忠
義
の
官
人
で
あ
り
、
民
を
思
う
あ
る
べ
き
天
皇
の
振
る
舞
い
を
求
め
た

忠
臣
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
忠
義
あ
る
臣
下
の
登
場
を
描
く
こ
と
は
、
持
統

天
皇
が
優
れ
た
王
で
あ
る
た
め
に
、
優
れ
た
臣
下
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
を
示
す

逸
話
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
忠
臣
の
諫
言
を
振
り
切
っ
て
ま
で
行
わ
れ
た

こ
の
伊
勢
行
幸
に
は
相
応
の
意
味
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
新
た
な
行
幸
の
理
念
を

み
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
月
壬
午
条
に
は
、
神
郡
、
伊
賀
、
伊
勢
、
志
摩
の
国
造
た
ち
に
冠
位
を
与

え
、
当
年
の
調
役
を
免
除
す
る
こ
と
、
供
奉
し
た
騎
士
、
諸
司
の
荷
丁
、
行
宮

を
造
っ
た
丁
の
当
年
の
調
役
を
免
除
す
る
こ
と
、
罪
人
の
大
赦
を
行
う
こ
と
な

ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
続
く
甲
申
条
で
は
、
志
摩
の
百
姓
の
八
十
歳
以
上
の
男

女
に
一
人
五
十
束
の
稲
を
与
え
る
と
あ
り
、
乙
酉
条
で
は
車
駕
が
宮
に
還
帰
し
、

到
行
し
た
郡
県
の
吏
民
を
招
き
、
そ
の
職
務
を
労
っ
て
物
を
与
え
、
歌
舞
音
曲

の
宴
を
催
し
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
甲
午
条
に
は
、
近
江
、
美
濃
、
尾
張
、
参
河
、

遠
江
等
の
国
の
供
奉
し
た
騎
士
の
戸
、
諸
国
の
荷
丁
、
行
宮
を
造
っ
た
丁
の
当

年
の
調
役
を
免
除
す
る
こ
と
、
困
窮
す
る
全
国
の
百
姓
に
稲
を
与
え
る
詔
を
出

し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
祀
り
の
み
で
な
く
、
諸

侯
と
ま
み
え
、
百
歳
の
老
人
を
顕
彰
し
、
調
役
の
免
除
や
困
窮
者
の
救
済
な
ど
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の
理
念
に
よ
る
行
幸
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
異
常
と
も
い
え
る

ほ
ど
に
く
り
返
し
同
じ
場
所
に
訪
れ
る
一
方
で
、
民
へ
の
恩
徳
に
関
す
る
記
述

が
一
切
み
ら
れ
ず
、
天
子
の
巡
狩
に
則
っ
た
法
則
性
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ

う
な
状
況
か
ら
、
持
統
天
皇
の
吉
野
行
幸
は
、
右
に
み
た
行
幸
と
は
異
な
る
概

念
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
異

な
る
概
念
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
時
代
は
下
る
が
、
聖
武
天
皇
の

行
幸
記
事
に
注
目
し
て
み
た
い
。

聖
武
天
皇
の
行
幸
記
事
は
『
続
日
本
紀
』
に
多
く
見
出
せ
る
が
、
神
亀
元
年

九
月
の
紀
伊
行
幸
の
記
述
は
、
も
う
一
つ
の
天
皇
行
幸
の
理
念
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

癸
巳
、
行
し
て
紀
伊
国
那
賀
郡
玉
垣
勾
頓
宮
に
至
り
た
ま
ふ
。
甲
午
、
海

部
郡
玉
津
嶋
頓
宮
に
至
り
て
、
留
ま
り
た
ま
ふ
こ
と
十
有
餘
日
。
戊
戌
、

離
宮
を
岡
の
東
に
造
る
。
是
の
日
に
、
駕
に
従
へ
る
百
寮
、
六
位
已
下
伴

部
に
至
る
ま
で
、
禄
賜
ふ
こ
と
各
差
有
り
。
壬
寅
、
造
離
宮
司
と
紀
伊
国

の
国
郡
司
と
、
并
せ
て
行
宮
の
側
近
の
高
年
七
十
已
上
と
に
禄
賜
ふ
こ
と

各
差
有
り
。
百
姓
の
今
年
の
調
庸
、
名
草
・
海
部
二
郡
の
田
租
咸
く
免
す
。

ま
た
罪
人
の
死
罪
已
下
を
赦
す
。
名
草
郡
の
大
領
外
従
八
位
上
紀
直
摩
祖

を
国
造
と
し
、
位
三
階
を
進
む
。
少
領
聖
八
位
下
大
伴
櫟
津
連
子
人
、
海

部
直
士
形
に
二
階
。
自
餘
の
五
十
二
人
に
各
兼
一
階
。
ま
た
詔
し
て
曰
は

く
、「
山
に
登
り
海
を
望
む
に
、
此
間
最
も
好
し
。
遠
行
を
労
ら
ず
し
て
、

遊
覧
す
る
に
足
れ
り
。
故
に
弱
浜
の
名
を
改
め
て
、
明
光
浦
と
す
。
守
戸

ぐ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
暦
や
四
季
の
循
環
、
す
な
わ
ち
天
の
運
行
に
従
っ

て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、『
宋
書
』（
巻
六
）
の
孝
武
帝
七
年
十

月
条
に
は
、「
朕
巡
幸
所
経
、
先
見
百
年
者
、
及
孤
寡
老
疾
、
並
賜
粟
帛
。
獄

繋
刑
罪
、
並
親
聴
訟（

６
）

。」
と
あ
り
、
老
人
・
病
人
に
は
賜
い
も
の
を
し
、
罪
人

の
恩
赦
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
の
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
は
三
月
の
こ
と
で
あ

り
、
春
に
東
に
巡
狩
す
る
こ
と
、
国
造
な
ど
の
諸
侯
に
会
う
こ
と
、
百
歳
の

者
を
た
ず
ね
て
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
な
ど
、『
礼
記
』「
王
制
」
が
示
す
王
の
行

幸
の
理
念
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
先
の
『
宋
書
』
に
み
る
よ
う
に
、

中
国
史
書
に
お
い
て
は
天
子
の
巡
狩
の
際
に
、
困
窮
者
の
救
済
や
罪
人
の
恩
赦

を
行
う
場
合
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
こ
の
点
も
持
統
天
皇
の
先
の
伊
勢
行
幸
の

記
述
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
天
子
巡
狩
の
思
想
は
、『
芸
文
類

聚
』（
巻
三
十
九
）「
礼
部
」
の
「
巡
守
」
の
項
に
「
礼
註
曰
、
王
者
必
制
巡
守

之
礼
何
。
尊
天
重
民
也（

７
）

」
と
あ
り
、
王
が
必
ず
巡
狩
の
礼
を
行
う
理
由
は
「
尊

天
重
民
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
天
子
の
巡
狩
は
、
天
を
尊
び
民
を
重
ん
じ

る
た
め
の
行
為
で
あ
り
、
神
祀
り
と
同
時
に
民
に
対
し
て
恩
徳
を
与
え
る
た
め

の
行
為
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
古
代
中
国
の
天
子
巡
狩
の
理

念
を
受
容
し
、
新
た
な
理
念
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
の
が
持
統
天
皇
の
伊
勢
行

幸
で
あ
り
、
持
統
天
皇
を
、
民
を
思
う
聖
天
子
と
し
て
の
資
質
を
持
っ
た
天
皇

と
し
て
描
く
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
持
統
天
皇
六
年
の
伊
勢
行
幸
か
ら
み
た
天
皇
行
幸
の
理
念
と
目
的
で

あ
る
と
い
え
る
が
、
当
該
の
吉
野
行
幸
に
つ
い
て
は
、
こ
の
伊
勢
行
幸
と
同
様
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と
い
う
言
葉
を
鍵
語
と
し
て
、
当
該
作
品
の
検
討
を
試
み
た
い
。

三　

吉
野
行
幸
歌
Ａ
の
検
討
ー
ー
山
水
仁
智
の
思
想

当
該
作
品
に
つ
い
て
は
、
清
水
克
彦
氏（

９
）

や
土
橋
寛
氏）

（1
（

の
論
考
よ
っ
て
〈
伝
統

と
創
造
〉
と
い
う
視
点
か
ら
、
作
品
の
読
み
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
、
以
後
歌
表

現
の
詳
細
な
分
析
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
そ
の
研
究
史
を
概
観

す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
主
眼
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
中
国
文
学

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
注
釈
や
論
考
に
限
っ
て
取
り
上
げ
て
み

た
い
。

窪
田
空
穂
氏
の
『
万
葉
集
評
釈
』
は
、「
こ
の
行
幸
は
い
つ
の
こ
と
と
も
知

れ
な
い
」
と
い
い
、

柿
本
人
麿
は
供
奉
の
中
に
加
わ
っ
て
い
て
、
賀
歌
を
献
じ
た
の
で
あ
る
。

行
幸
の
際
は
も
と
よ
り
、
何
ら
か
特
殊
な
こ
と
の
あ
っ
た
際
に
、
賀
の
詞

を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
、
自
然
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
詞
に
代
え
る
に
歌

を
も
っ
て
す
る
こ
と
は
、
上
代
の
風
習
と
し
て
こ
れ
ま
た
き
わ
め
て
自
然

な
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
漢
文
学
の
影
響
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
懐
風
藻

の
詩
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
当
時
は
、
事
に
堪
え
る
者
は

す
べ
き
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。

と
述
べ
て
お
り
、『
懐
風
藻
』
に
み
ら
れ
る
吉
野
詩
な
ど
か
ら
、
当
該
作
品
と

中
国
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
武
田
祐
吉
氏
は
、
人
麻
呂

を
置
き
て
荒
穢
せ
し
む
る
こ
と
勿
か
る
べ
し
。
春
秋
二
時
に
、
官
人
を
差

し
遣
し
て
、
玉
津
嶋
の
神
、
明
光
浦
の
霊
を
奠
祭
せ
し
め
よ
」
と
の
た
ま

ふ（
８
）

。

こ
の
聖
武
天
皇
の
紀
伊
行
幸
で
は
、
ま
ず
従
駕
の
者
た
ち
と
そ
の
土
地
の
国

郡
司
ら
、
お
よ
び
行
宮
の
側
近
の
七
十
歳
以
上
の
者
に
禄
を
賜
い
、
百
姓
の
調

庸
な
ど
を
免
除
し
、
罪
人
の
恩
赦
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
先
に

み
た
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
時
の
行
い
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
聖
武
天

皇
の
詔
に
は
、「
山
に
登
り
海
を
望
む
に
」
と
あ
り
、
山
川
を
望
む
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
上
古
の
天
皇
が
行
っ
て
き
た
国
見
の
型
が
残
存
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
え
、
高
所
か
ら
そ
の
土
地
を
臨
み
見
て
、
そ
の
土
地
を
讃
美

す
る
と
い
う
形
式
に
則
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
「
望
祭
」
と
い
う
王
の
祭
り

と
一
対
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
聖
武
天
皇
は

山
か
ら
海
を
臨
み
見
て
、「
遊
覧
す
る
に
足
れ
り
」
と
述
べ
て
、
こ
の
弱
浜
を

遊
覧
す
る
の
に
ふ
わ
さ
し
い
場
所
で
あ
る
と
寿
い
で
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
弱
浜
は
風
光
明
媚
な
場
所
と
し
て
明
光
浦
と
改
名
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
一

種
の
地
名
起
源
譚
を
包
含
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は
、
聖
武
天

皇
の
行
幸
は
古
代
中
国
の
天
子
巡
狩
の「
望
祭
」を
承
け
な
が
ら
も
、新
た
に「
遊

覧
」
と
い
う
概
念
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
良
き
風
光
を
愛
で
る
こ

と
が
行
幸
の
一
つ
の
意
義
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
以
下
に
考
察
す
る
よ
う
に
、

「
望
祭
」
や
「
遊
覧
」
を
持
統
天
皇
の
吉
野
行
幸
の
理
念
や
目
的
と
し
て
仮
定

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
こ
の
「
遊
覧
」
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と
も
考
え
合
わ
せ
、
吉
野
と
い
う
詩
歌
を
詠
む
環
境
と
中
国
文
学
と
の
つ
な
が

り
を
認
め
る
も
の
、
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
中
国
文
学
と
の
関
わ
り
が
指
摘

さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
当
該
作
品
Ａ
の
長
歌
は
、
わ
が
王
が
統
治
す
る
天
下

に
は
国
が
多
く
あ
る
こ
と
、
そ
の
中
で
も
吉
野
と
い
う
土
地
は
山
川
が
清
ら
か

で
あ
る
こ
と
、
秋
津
の
野
辺
に
立
派
な
宮
を
建
て
た
こ
と
、
そ
こ
で
大
宮
人
は

朝
夕
に
船
遊
び
を
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
山
川
の
貴
さ
に
寄
せ
て
、
滝
の
都

を
讃
め
た
た
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
反
歌
は
、
こ
の
長
歌
の
内
容
を
承
け

て
長
歌
末
句
の
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
」
を
く
り
返
し
、
吉
野
の
河
が
常
滑
で
あ
る

よ
う
に
、
絶
え
る
こ
と
な
く
何
度
も
還
っ
て
来
て
は
見
た
い
の
だ
と
い
う
。
当

該
作
品
Ａ
の
特
徴
は
、
山
川
の
清
ら
か
さ
と
貴
さ
を
う
た
い
、
そ
の
山
川
の
地

に
営
ま
れ
た
宮
を
讃
め
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
氏
担

当
『
万
葉
集
全
注
』
に
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

人
麻
呂
の
山
川
対
比
の
表
現
は
、
こ
う
し
た
日
本
古
来
の
習
慣
が
、
中
国

の
王
者
が
諸
国
巡
視
に
あ
た
っ
て
か
な
ら
ず
山
川
望
祀
の
儀
礼
を
行
な

う
と
い
う
風
習
（
礼
記
「
王
制
」）
や
、
論
語
に
見
え
る
孔
子
の
著
名
な
こ

と
ば
「
知
者
楽
水
、
仁
者
楽
山
」（
雍
也
篇
）
に
代
表
さ
れ
る
中
国
人
の

精
神
的
伝
統
を
承
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う）
（1
（

。

こ
れ
ら
の
指
摘
は
概
ね
了
解
さ
れ
な
が
ら
も
、
具
体
的
に
古
代
中
国
の
山
川

望
祀
や
智
水
仁
山
の
思
想
が
、
当
該
作
品
と
ど
の
よ
う
な
関
係
性
に
あ
る
の
か

を
正
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
論
考
は
多
く
な
い
。
そ
の
中
で
、
辰
巳
正
明
氏

を
歌
の
詠
唱
者
で
あ
る
と
同
時
に
筆
録
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。

人
麻
呂
が
文
筆
作
品
と
し
て
の
歌
の
作
者
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
彼
が
漢
文

学
の
智
識
に
富
み
、
そ
の
思
想
に
も
親
し
か
つ
た
事
に
依
つ
て
も
證
明
さ

れ
る
。
そ
の
歌
集
に
は
七
夕
の
歌
が
多
数
に
あ
り
、
ま
た
佛
教
の
無
常
思

想
を
歌
つ
た
も
の
も
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
外
作
品
の
文
字
使
用
法
に
も
そ

の
筆
の
跡
が
残
つ
て
ゐ
る
も
の
と
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
熟
語
や
其
の
他
に

於
い
て
、
彼
が
漢
文
に
通
達
し
た
人
で
あ
つ
た
こ
と
を
證
明
す
る
も
の
が

多
い
の
で
あ
る
。
長
歌
の
構
成
や
、
対
句
の
表
現
な
ど
に
漢
文
学
の
影
響

は
大
き
く
現
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

人
麻
呂
と
中
国
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
細
に
論
を
展
開
し
た

の
は
、
中
西
進
氏
で
あ
る
。
中
西
氏
は
「
人
麿
と
海
彼
」
と
い
う
論
考
の
中
で
、

人
麻
呂
の
挽
歌
作
品
を
中
心
に
取
り
上
げ
な
が
ら
中
国
文
学
と
の
交
流
関
係
を

考
察
さ
れ
、「
人
麿
は
宮
廷
歌
の
形
式
を
中
国
文
学
の
培
養
の
中
に
完
成
さ
せ

た
作
家
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
文
学
史
的
に
は
一
つ
の
大
き
な
意
味
を
有
す
る

作
家
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い）

（1
（

」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
中
西
氏
の
人
麻

呂
と
中
国
文
学
に
関
す
る
一
連
の
論
考
は
、
人
麻
呂
と
中
国
文
学
と
の
関
係
を

説
く
上
で
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る）

（1
（

。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
作
品
に
つ
い
て
は
、
人
麻
呂
と
い
う
歌
人
の
持
つ
特
質

と
し
て
の
、
中
国
文
学
の
受
容
と
作
品
へ
の
展
開
を
み
る
も
の
と
、
吉
野
行
幸

と
い
う
作
歌
の
場
―
―
『
懐
風
藻
』
に
も
多
く
の
吉
野
詩
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
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〔
子
曰
く
、
知
者
は
水
を
楽
し
み
、
仁
者
は
山
を
楽
し
む
。
知
者
は
動
き
、
仁
者

は
静
か
な
り
。
知
者
は
楽
し
み
、
仁
者
は
寿
な
が
し）

（1
（

。〕

こ
こ
に
は
、
儒
教
の
徳
目
と
し
て
知
者
は
水
、
す
な
わ
ち
川
を
楽
し
み
、
仁

者
は
山
を
楽
し
む
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
当
該
作
品
に
詠
ま
れ
る
山
水
仁
智

の
思
想
が
『
論
語
』
に
基
づ
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
『
韓
詩
外

伝
』（
巻
三
）
の
説
く
内
容
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

問
者
曰
「
夫
智
者
何
以
楽
於
水
也
」
曰
「
夫
水
者
、縁
理
而
行
、不
遺
小
間
、

似
有
智
者
、
動
而
下
之
、
似
有
礼
者
、
蹈
深
不
疑
、
似
有
勇
者
、
障
防
而
清
、

似
知
命
者
、
歴
険
致
遠
、
卒
成
不
毀
、
似
有
徳
者
。
天
地
以
成
、
群
物
以
生
、

国
家
以
寧
、万
事
以
平
、品
物
以
正
。
此
智
者
所
以
楽
於
水
也
。」
詩
曰
「
思

楽
泮
水
、
薄
采
其
茆
。
魯
侯
戻
止
、
在
泮
飲
酒
。」
楽
水
之
謂
也
。

問
者
曰
「
夫
仁
者
何
以
楽
於
山
也
」
曰
「
夫
山
者
、
万
民
之
所
瞻
仰
也
。

草
木
生
焉
、
万
物
植
焉
、
飛
鳥
集
焉
、
走
獣
休
焉
、
四
方
益
取
與
焉
、
出

雲
道
風
、
嵸
乎
天
地
之
間
。
天
地
以
成
、
国
家
以
寧
。
此
仁
者
所
以
楽
於

山
也
。」
詩
曰
「
太
山
巌
巌
、
魯
邦
所
瞻
。」
楽
山
之
謂
也）

（1
（

。

こ
の
『
韓
詩
外
伝
』
の
内
容
を
頼
炎
元
氏
の
訳
注
を
参
照
し
な
が
ら
確
認
す

る
と
、
智
者
は
何
を
も
っ
て
水
（
川
）
を
楽
し
み
と
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に

対
し
て
、
水
は
地
勢
に
従
っ
て
流
れ
、
小
さ
な
隙
間
も
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
の

は
智
慧
あ
る
者
の
よ
う
で
あ
り
、
水
が
低
い
場
所
へ
流
れ
て
い
く
様
は
礼
儀
正

し
い
者
の
よ
う
で
あ
り
、
深
い
谷
に
向
か
っ
て
も
少
し
も
た
め
ら
う
こ
と
が
な

い
様
は
勇
気
あ
る
者
の
よ
う
で
あ
り
、
堤
防
に
阻
ま
れ
て
も
清
ら
か
で
あ
る

は
当
該
作
品
を
中
国
の
天
子
巡
狩
の
思
想
の
受
容
と
、
中
国
の
遊
覧
詩
と
の
比

較
か
ら
検
討
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
は
、
持
統
朝
に
新
た
な
制
度
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ

た
天
子
巡
狩
の
思
想
と
一
体
と
な
っ
て
、
持
統
吉
野
行
幸
に
形
成
さ
れ
た

遊
覧
の
場
に
登
場
し
た
、
新
体
の
宮
廷
儀
礼
歌
で
あ
っ
た
。
天
子
巡
狩
の

思
想
は
、
持
統
帝
を
新
た
な
天
子
像
―
―
聖
天
子
（
あ
る
い
は
神
）
と
し

て
位
置
づ
け
、
人
麻
呂
は
そ
の
新
た
な
聖
天
子
を
儒
教
的
な
、
あ
る
い
は

老
荘
的
な
山
水
思
想
に
よ
っ
て
、
天
子
讃
徳
の
頌
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
海
彼
に
あ
っ
て
天
子
讃
徳
の
宮
廷
詩
が
、
天
子
を
山
川
の

清
な
る
仙
境
に
遊
ぶ
神
仙
（
あ
る
い
は
神
霊
）
で
あ
る
と
表
現
す
る
こ
と

と
一
致
す
る
。
そ
れ
が
海
彼
に
於
け
る
天
子
巡
行
の
場
に
詠
ま
れ
る
従
駕

詩
・
応
詔
詩
の
天
子
讃
徳
の
思
想
を
整
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、

人
麻
呂
が
聖
天
子
持
統
の
讃
歌
と
し
て
、
海
彼
の
従
駕
・
応
詔
詩
を
受
容

し
、
そ
れ
に
倣
っ
た
の
が
吉
野
従
駕
歌
で
あ
っ
た
と
推
察
す
る
こ
と
は
首

肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

こ
の
辰
巳
氏
の
論
で
は
、
当
該
作
品
と
天
皇
行
幸
の
思
想
、
山
水
仁
智
の
思

想
と
が
密
接
不
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
の

目
的
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
当
該
作
品
に
詠
ま
れ
る
吉
野
の
山
川

の
景
は
、
す
で
に
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、『
論
語
』

雍
也
篇
に
み
ら
れ
る
山
水
の
地
と
し
て
の
把
握
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。

子
曰
、
知
者
楽
水
、
仁
者
楽
山
。
知
者
動
、
仁
者
静
。
知
者
楽
、
仁
者
寿
。
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詩
題
を
示
せ
ば
次
の
と
お
り
と
な
る）

（1
（

。

　

①
「
五
言
。
遊
吉
野
。
二
首
。」
藤
原
史
（
詩
番
1（
・
11
）

　

②
「
五
言
。
遊
吉
野
宮
。
二
首
。」
中
臣
人
足
（
詩
番
11
・
11
）

　

③
「
五
言
。
従
駕
吉
野
宮
応
詔
。
二
首
。」
大
伴
王
（
詩
番
11
・
11
）

　

④
「
七
言
。
遊
吉
野
川
。」
紀
男
人
（
詩
番
11
）

　

⑤
「
五
言
。
扈
従
吉
野
宮
。」
紀
男
人
（
詩
番
11
）

　

⑥
「
五
言
。
従
駕
吉
野
宮
。」
吉
田
宜
（
詩
番
11
）

　

⑦
「
五
言
。
和
藤
原
太
政
遊
吉
野
川
之
作
。〈
乃
用
前
韵
〉」

                                

大
津
首
（
詩
番
11
）
※
①
の
追
和
詩
。

　

⑧
「
五
言
。
遊
吉
野
川
。」
藤
原
宇
合
（
詩
番
11
）

　

⑨
「
五
言
。
遊
吉
野
川
。」
藤
原
万
里
（
詩
番
11
）

　

⑩
「
五
言
。
遊
吉
野
山
。」
丹
墀
広
成
（
詩
番
11
）

　

⑪
「
七
言
。
吉
野
之
作
。」
丹
墀
広
成
（
詩
番
（11
）

　

⑫
「
五
言
。
従
駕
吉
野
宮
。」
高
向
諸
足
（
詩
番
（11
）

　

⑬
「
五
言
。
奉
和
藤
太
政
佳
野
之
作
。
一
首
。」〈
乃
用
前
韵
四
字
〉

                              

葛
井
広
成
（
詩
番
（（1
）
※
①
の
追
和
詩
。

こ
の
他
に
も
吉
野
の
地
を
詠
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
葛
野
王
の
「
五
言
。
遊
龍

門
山
。
一
首
。」
の
詩
（
詩
番
（（
）
が
あ
り
、
役
人
と
し
て
の
任
務
を
忘
れ
て
山

水
の
地
に
遊
び
、
仙
境
へ
行
き
た
い
と
い
う
願
望
を
詠
ん
で
い
る
。
①
か
ら
⑬

の
詩
題
を
み
る
と
、
人
麻
呂
の
当
該
作
品
と
同
様
に
行
幸
従
駕
の
作
で
あ
る
も

の
③
⑤
⑥
⑫
（
Ⅰ
）
と
、
吉
野
に
遊
覧
す
る
こ
と
を
詩
題
す
る
も
の
①
②
④
⑦

の
は
天
命
を
知
る
者
の
よ
う
で
あ
り
、
険
し
い
場
所
を
め
ぐ
っ
て
遠
方
に
至
り
、

つ
い
に
は
川
や
海
に
な
っ
て
滅
ぶ
こ
と
が
な
い
の
は
徳
あ
る
者
の
よ
う
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
天
地
は
形
成
さ
れ
、
万
物
は
生
育
し
、
国
家
は
安
寧
で
万

事
が
平
安
で
あ
る
た
め
に
、
知
者
は
水
を
楽
し
む
の
だ
と
い
う
。
続
い
て
仁
者

は
何
を
も
っ
て
山
を
楽
し
み
と
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
山
は
万

民
が
仰
ぎ
見
る
も
の
で
あ
り
、
草
木
が
生
育
し
、
万
物
が
繁
殖
し
、
鳥
が
集
い
、

獣
が
休
息
し
、
人
々
は
山
か
ら
利
益
を
得
る
の
で
あ
り
、
雲
が
湧
き
風
が
起
こ

る
の
は
、
山
が
天
地
の
間
に
そ
び
え
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
天
地
は
形
成
さ
れ
、
国
家
は
安
寧
で
あ
る
た
め
に
、
仁
者
は
山
を
楽
し

み
と
す
る
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
仁
者
や
知
者
が
山
水
を
楽
し
む
の
は
単

な
る
遊
楽
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
そ
れ
は
国
家
の
安
寧
に
つ
な
が
る
問
題
を

孕
ん
で
い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
を
天
子
の
行
動
に
置
き

換
え
れ
ば
、
天
子
が
山
水
の
風
光
を
愛
で
る
こ
と
は
国
家
を
安
楽
に
す
る
方
法

で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
儒
教
的
な
徳
目
を
身
に
付
け
る
方

法
が
山
水
に
遊
ぶ
こ
と
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
山
水
に
遊
ぶ
天

子
の
姿
を
描
く
の
は
、
中
国
六
朝
期
の
謝
霊
運
な
ど
に
み
ら
れ
る
山
水
遊
覧
の

詩
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
懐
風
藻
』
の
吉
野
詩
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の

中
国
山
水
詩
の
受
容
の
中
で
、
吉
野
は
天
子
が
遊
覧
す
る
べ
き
山
水
の
地
と
し

て
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
天
子
遊
覧
の
聖
地
と
し
て
成
立
し
た
の
だ
と
い
え

よ
う
。

『
懐
風
藻
』
に
お
い
て
詩
題
に
「
吉
野
」
を
含
む
詩
は
十
六
首
あ
り
、
そ
の
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さ
れ
て
い
る
。
ま
た
⑤
の
紀
男
人
の
詩
で
も
、
天
皇
が
吉
野
を
訪
れ
た
の
は
仁

智
の
徳
を
た
ず
ね
る
た
め
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
吉
野
の
風
景
は
ま
さ
に
神
仙

の
家
の
よ
う
で
あ
り
、
も
は
や
「
姑
射
」（
藐
姑
射
）
に
住
む
友
を
求
め
る
必
要

は
な
い
の
だ
と
い
う
。
藐
姑
射
は
『
荘
子
』
に
み
ら
れ
る
仙
人
の
住
む
山
の
名

で
あ
り
、
吉
野
が
す
で
に
神
仙
の
山
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
姑
射
の
倫
を

求
め
な
く
と
も
よ
い
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ⅰ
群
の
従
駕
詩

に
お
い
て
神
仙
境
を
示
す
言
葉
に
は
、③
「
神
仙
」
⑤
「
姑
射
」
の
他
に
、⑤
「
仙

霊
宅
」、
⑥
「
神
居
」、
⑫
「
姑
射
嶺
」「
仙
宮
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
天
皇

は
山
水
仁
智
の
徳
を
求
め
て
吉
野
の
地
を
た
ず
ね
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
吉
野

の
山
川
の
環
境
は
、
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
す
で
に
神
仙
境
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
山
水
仁
智
の
思
想
は
吉
野
詩
に
限
ら
な
い
、
一

般
の
応
詔
詩
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
巨
勢
多
益
須

の
「
五
言
。
春
日
応
詔
。
二
首
。」（
詩
番
11
）
に
は
「
豈
若
聴
覧
隙
。
仁
智
寓

山
川
。」
と
あ
り
、
ま
た
伊
与
部
馬
養
の
「
五
言
。
従
駕
応
詔
。
一
首
。」（
詩

番
11
）
に
は
「
帝
尭
叶
仁
智
。
仙
蹕
玩
山
川
。」
と
あ
る
。
山
水
仁
智
の
思
想

は
、
吉
野
に
お
い
て
は
神
仙
境
の
思
想
と
結
び
つ
い
て
詩
に
詠
ま
れ
る
が
、
広

く
天
皇
の
徳
沢
を
た
た
え
る
思
想
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
れ
は
先
に
『
論
語
』
お
よ
び
『
韓
詩
外
伝
』
に
み
た
よ
う
に
、
天
子
の

遊
覧
が
、
儒
教
に
お
い
て
国
家
安
寧
の
た
め
の
天
子
の
徳
目
で
あ
る
と
い
う
理

解
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
辰
巳
正
明
氏
は
、

智
水
仁
山
の
中
国
に
於
け
る
用
例
は
、
単
に
詩
の
次
元
の
み
で
捉
え
る
の

⑧
⑨
⑩
（
Ⅱ
）
と
が
あ
り
、
た
と
え
ば
Ⅰ
群
の
従
駕
詩
は
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ

て
い
る
。

　

③　
　

五
言
。
従
駕
吉
野
宮
応
詔
。
二
首
。　

大
伴
王
（
詩
番
11
）

　
　

山
幽
仁
趣
遠
。　
　

山
は
幽
か
に
し
て
仁
趣
遠
く
、

　
　

川
浄
智
懐
深
。　
　

川
は
静
か
に
し
て
智
懐
深
し
。

　
　

欲
訪
神
仙
迹
。　
　

神
仙
の
迹
を
訪
ね
ん
と
欲
し
、

　
　

追
従
吉
野
涛
。　
　

追
従
す
吉
野
の
涛
。

　

⑤　
　

五
言
。
扈
従
吉
野
宮
。　

紀
男
人
（
詩
番
11
）

　
　

鳳
盖
停
南
岳
。　
　

鳳
盖
南
岳
に
停
ま
り
、

　
　

追
尋
智
与
仁
。　
　

追
い
て
智
を
仁
と
を
尋
ぬ
。

　
　

嘯
谷
将
孫
語
。　
　

谷
に
嘯
い
て
将
に
孫
と
語
り
、

　
　

攀
藤
共
許
親
。　
　

藤
を
攀
じ
て
許
と
共
に
親
し
む
。

　
　

峯
巌
夏
景
変
。　
　

峯
巌
夏
景
変
じ
、

　
　

泉
石
秋
光
新
。　
　

泉
石
秋
光
新
た
し
。

　
　

此
地
仙
霊
宅
。　
　

此
の
地
は
仙
霊
の
宅
、

　
　

何
須
姑
射
倫
。　
　

何
ぞ
須
い
ん
姑
射
の
倫
。

③
の
大
伴
王
の
詩
に
は
、「
山4

幽
仁4

趣
遠
。
川4

浄
智4

懐
深
。」
と
山
水
仁
智
の

対
応
が
み
ら
れ
、
吉
野
が
山
水
の
地
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
仙
を
た
ず
ね

る
た
め
に
従
駕
し
て
吉
野
へ
と
や
っ
て
き
た
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

は
、
吉
野
が
山
水
の
地
で
あ
る
こ
と
と
同
時
に
、
神
仙
の
地
で
あ
る
こ
と
が
示
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惟
山
且
惟
水
。　
　

惟
れ
山
且
惟
れ
水
、

能
智
亦
能
仁
。　
　

能
く
智
亦
能
く
仁
。

万
代
無
埃
坌
。　
　

万
代
埃
坌
く
こ
と
無
く
、

一
朝
逢
異
民
。　
　

一
朝
異
民
に
逢
う
。

風
波
転
入
曲
。　
　

風
波
転
じ
て
曲
に
入
り
、

魚
鳥
共
成
倫
。　
　

魚
鳥
共
に
倫
を
成
す
。

此
地
即
方
丈
。　
　

此
の
地
は
即
ち
方
丈
、

誰
説
桃
源
賓
。　
　

誰
か
説
く
桃
源
の
賓
。

①
の
藤
原
史
の
詩
に
は
、「
飛
文
山
水
地
」
と
あ
り
、
吉
野
が
詩
文
を
作
る

べ
き
素
晴
ら
し
い
山
水
の
地
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
漆
姫
」

や
「
柘
媛
」
な
ど
の
仙
女
た
ち
が
い
る
場
所
で
あ
り
、
そ
の
風
光
の
美
し
さ
は

仙
人
が
住
む
崑
崙
山
の
玄
圃
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
た
だ
松
風
を
賞

美
す
る
の
み
で
あ
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
②
の
中
臣
人
足
の
詩
に
も
「
惟
山
且

惟
水
。
能
智
亦
能
仁
。」
と
あ
り
、
吉
野
の
山
水
の
風
景
に
は
仁
智
が
よ
く
備

わ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
い
、
そ
こ
は
万
代
に
塵
埃
の
無
い
清
浄
な
地
で
あ
り
、

「
異
民
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
仙
人
に
出
会
う
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
地
は

東
海
の
三
神
山
の
「
方
丈
」
に
匹
敵
す
る
の
で
あ
り
、
桃
源
郷
を
訪
れ
た
客
の

こ
と
な
ど
話
題
に
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
山
水
の
地

で
あ
る
吉
野
は
そ
の
ま
ま
神
仙
境
に
擬
え
ら
れ
、
す
で
に
山
水
仁
智
の
徳
と
神

仙
境
と
が
一
体
と
な
っ
て
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
Ⅱ
群
の
遊

覧
の
詩
は
、
⑴
山
水
仁
智
の
地
を
た
ず
ね
て
そ
の
美
景
を
賞
美
す
る
こ
と
、
⑵

は
誤
り
で
あ
り
、
広
く
儒
教
的
認
識
を
支
え
る
基
本
思
想
と
し
て
存
在
し

た
の
が
智
水
仁
山
の
思
想
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ

こ
に
は
天
地
の
生
成
や
国
家
の
安
寧
を
も
含
め
た
政
治
的
要
素
を
も
多

分
に
内
包
す
る
思
想
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
智
水

仁
山
が
応
詔
詩
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
一
方
で
は
山
水
詩
と
結
合
し
て

詩
人
・
文
人
が
数
多
く
の
山
水
に
関
す
る
詩
文
を
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。（
前
掲
論
）

と
述
べ
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
と
い
え
る
。

山
水
仁
智
と
神
仙
境
を
詠
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ⅱ
群
の
「
遊
」
を
題
と
す

る
詩
に
も
多
く
の
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

①　
　

五
言
。
遊
吉
野
。
二
首
。　

藤
原
史
（
詩
番
1（
）

　

飛
文
山
水
地
。　
　

文
を
飛
ば
す
山
水
の
地
、

　

命
爵
薜
蘿
中
。　
　

爵
を
命
ず
薜
蘿
の
中
。

　

漆
姫
控
鶴
挙
。　
　

漆
姫
鶴
を
控
き
て
挙
が
り
、

　

柘
媛
接
莫
通
。　
　

柘
媛
接
し
て
通
ず
る
と
い
う
こ
と
莫
し
。

　

煙
光
巌
上
翠
。　
　

煙
光
巌
の
上
に
翠
に
し
て
、

　

日
影
波
前
紅
。　
　

日
影
波
の
前
に
紅
な
り
。

　

飜
知
玄
圃
近
。　
　

飜
り
て
玄
圃
の
近
き
を
知
り
、

　

対
翫
入
松
風
。　
　

対
い
て
松
に
入
る
風
を
翫
ぶ
。

②　
　

五
言
。
遊
吉
野
宮
。
二
首
。　

中
臣
人
足
（
詩
番
11
）
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花
藻
誦
英
俊
。　
　

花
藻
英
俊
を
誦
す
。

留
連
仁
智
間
。　
　

留
連
す
る
は
仁
智
の
間
、

縦
賞
如
談
倫
。　
　

縦
賞
す
る
は
談
倫
の
如
し
。

雖
尽
林
池
楽
。　
　

林
池
の
楽
し
み
を
尽
く
す
と
雖
も
、

未
翫
此
芳
春
。　
　

未
だ
此
の
芳
春
を
翫
さ
ず
。

こ
の
詩
の
「
遊
息
瑶
池
浜
」
と
は
崑
崙
山
に
あ
る
瑶
池
の
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
詩
の
場
が
神
仙
境
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
庭
に
は
鶯
や
蝶
や

鳥
な
ど
が
舞
い
、
そ
こ
で
は
盃
に
烟
霞
を
酌
み
交
わ
し
、
美
し
い
詩
文
が
優
れ

た
詩
人
を
讃
美
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、「
留
連
仁
智
間
」
と
山
水
仁
智
の
間

に
ず
っ
と
留
ま
り
、
こ
の
自
然
を
賞
美
す
る
仲
間
は
清
談
を
す
る
友
の
よ
う
で

あ
り
、
山
水
の
楽
し
み
を
尽
く
そ
う
と
思
っ
て
も
、
素
晴
ら
し
い
春
の
風
景
は

賞
美
し
き
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
犬
上
王
の
詩
お
い
て
も
、
Ⅱ

群
と
同
様
に
⑴
山
水
仁
智
の
美
景
を
賞
美
す
る
こ
と
、
⑵
神
仙
境
に
い
る
こ
と
、

⑶
詩
文
を
楽
し
む
こ
と
と
い
う
要
素
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

Ⅱ
群
の
吉
野
に
「
遊
」
す
る
こ
と
を
詠
む
詩
を
、
遊
覧
の
詩
と
捉
え
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
遊
覧
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う

に
山
水
の
地
を
遊
覧
す
る
こ
と
で
儒
教
的
な
徳
を
身
に
付
け
、
神
仙
に
遊
ぶ
と

い
う
風
流
を
楽
し
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
Ⅰ
群
の
場
合
に
も
同
様
の
要

素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
Ⅰ
群
の
場
合
は
天
子
の
遊
覧
で
あ
り
、
そ
れ

は
天
皇
の
個
人
的
な
風
流
の
遊
び
で
あ
る
よ
り
も
、
国
家
安
寧
の
た
め
に
行
わ

れ
る
山
水
・
仙
郷
へ
の
遊
覧
で
あ
る
と
い
え
る
。
詩
人
た
ち
は
、
山
水
の
地
に

仙
人
や
仙
女
と
出
会
い
神
仙
境
を
求
め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
神
仙
境
に
い
る
こ

と
、
⑶
そ
の
よ
う
な
環
境
で
詩
歌
を
作
る
こ
と
、
と
い
う
内
容
を
基
本
と
し
て

お
り
、
⑴
に
つ
い
て
は
例
示
し
た
も
の
以
外
に
、
①
「
渚
性
臨
流
水
。
素
心
開

静
仁
。」（
詩
番
11
）、
②
「
仁
山
狎
鳳
閣
。
智
水
啓
龍
樓
。」（
詩
番
11
）、
⑦
「
地

是
幽
居
宅
。
山
惟
帝
者
仁
。」（
詩
番
11
）、⑨「
縦
歌
臨
水
智
。
長
嘯
楽
山
仁
。」（
詩

番
11
）、
⑩
「
山
水
随
臨
賞
。
巌
谿
逐
望
新
。」（
詩
番
11
）、
⑬
「
開
仁
対
山
路
。

猟
智
賞
河
津
。」（
詩
番
（（1
）な
ど
の
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑵
に
つ
い
て
は
、①「
霊

仙
」「
星
客
」（
詩
番
11
）、
④
⑩
⑪
「
美
稲
」（
詩
番
11
・
11
・
（11
）
な
ど
が
詠
ま
れ
、

中
に
は
⑧
に
「
陸
機
」「
張
衡
」「
阮
籍
」「
嵆
康
」（
詩
番
11
）
な
ど
の
脱
俗
を

願
う
古
代
中
国
の
文
人
た
ち
が
詠
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
Ⅱ
群
に

お
け
る
詩
題
の
「
遊
」
と
は
、
犬
上
王
の
「
五
言
。
遊
覧
山
水
。
一
首
。」（
詩

番
1（
）
の
詩
題
に
み
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
「
遊
覧
」
の
意
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
犬
上
王
の
詩
で
は
、
遊
覧
を
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

　
　

五
言
。
遊
覧
山
水
。
一
首
。

蹔
以
三
餘
暇
。　
　

蹔
し
三
餘
の
暇
を
以
て
、

遊
息
瑶
池
浜
。　
　

瑶
池
の
浜
に
遊
息
す
。

吹
台
哢
鶯
始
。　
　

吹
台
哢
鶯
始
め
、

挂
庭
舞
蝶
新
。　
　

挂
庭
舞
蝶
新
た
し
。

沐
鳧
双
廻
岸
。　
　

沐
鳧
双
び
て
岸
を
廻
り
、

窺
鷺
独
銜
鱗
。　
　

窺
鷺
独
り
鱗
を
銜
む
。

雲
罍
酌
烟
霞
。　
　

雲
罍
烟
霞
を
酌
み
、
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争
の
由
来
に
つ
い
て
、
契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』
精
撰
本
は
「
荊
楚
歳
時
紀マ

マ

曰
。

南
方
競
渡
者
治
其
船
使
軽
利
。
謂
之
飛
鳬
。
是
ハ
五
月
五
日
ノ
戯
レ
也
。
又

五
日
ナ
ラ
テ
常
ニ
モ
ス
ル
事
也）

11
（

」 

と
し
て
『
荊
楚
歳
時
記
』
を
引
用
し
て
い
る
。

宗
懍
の
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
よ
れ
ば
、
五
月
五
日
条
に
は
「
是
の
日
、
競
渡
し
、

雑
薬
を
採
る
」
と
み
え
、
杜
公
膽
の
注
に
は
、

按
ず
る
に
、
五
月
五
日
、
競
渡
あ
り
。
俗
に
屈
原
が
汨
羅
に
投
ず
る
の
日
、

其
の
死
所
を
傷
む
が
為
な
り
。
故
に
並
び
に
舟
楫
を
命
じ
て
以
て
之
を
拯

う
。
舸
舟
は
其
の
軽
利
を
取
る
。
之
を
飛
鳬
と
謂
う
。
一
は
自
ら
以
て
水

車
と
為
し
、
一
は
自
ら
以
て
水
馬
と
為
す
。
州
将
及
び
土
人
は
悉
く
水
に

臨
み
て
之
を
観
る
。
蓋
し
越
人
、
舟
を
以
て
車
と
為
し
、
楫
を
以
て
馬
と

為
す
な
り
。
邯
鄲
淳
の
曹
娥
碑
に
云
く
。
五
月
五
日
、
時
に
伍
君
を
迎
う
。

涛
に
逆
い
て
上
り
、
水
の
淹
う
所
と
為
る
と
。
斯
れ
又
た
東
呉
の
俗
に
し

て
、
事
は
子
胥
に
在
り
、
屈
平
に
関
せ
ざ
る
な
り
。『
越
地
伝
』
に
云
く
。

越
王
勾
践
よ
り
起
る
と
。
詳
か
に
す
る
べ
か
ら
ず
。
是
の
日
、
競
い
て
雑

薬
を
採
る
。『
夏
小
正
』
に
云
く
。
此
の
日
、
薬
を
蓄
え
以
て
毒
気
を
蠲

除
す
と）

11
（

。

と
あ
る
。
杜
公
膽
注
で
は
、「
競
渡
」
の
起
原
を
一
に
屈
原
の
死
、
二
に
伍
子

胥
の
死
、
三
に
越
王
勾
践
の
水
軍
訓
練
に
求
め
て
い
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ

る
と
い
う
。
契
沖
の
引
用
は
屈
原
の
部
分
の
み
で
あ
る
が
、「
競
渡
」
の
由
来

を
屈
原
に
求
め
る
文
献
は
他
に
も
数
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
よ
く
知
ら
れ

た
伝
説
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
中
村
裕
一
氏
は
、「
競
渡
」
の
初
見
は
三
世
紀

遊
ぶ
天
皇
を
描
く
こ
と
で
、
儒
教
の
徳
や
神
仙
の
長
寿
を
身
に
付
け
、
国
家
を

平
安
に
導
く
聖
な
る
天
子
像
を
示
す
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
山
水
に
遊
ぶ
天
皇
像
を
描
く
こ
と
は
、
人
麻
呂
の
当
該
作
品
Ａ

の
意
図
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
国
は
し
も　

多
に
あ
れ
ど
も

山
川
の　

清
き
河
内
と
」、「
こ
の
川
の　

絶
ゆ
る
こ
と
な
く　

こ
の
山
の　

い

や
高
知
ら
す
」
と
こ
ろ
の
吉
野
の
山
水
の
風
景
は
、『
論
語
』
に
説
か
れ
る
山

水
仁
智
の
風
景
の
現
出
で
あ
り
、
そ
こ
に
堂
々
た
る
離
宮
を
築
い
た
天
皇
の
徳

を
讃
美
す
る
も
の
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、「
大
宮
人
は　

船
並
め
て　

朝
川
渡

り　

舟
競
ひ　

夕
河
渡
る
」
と
い
う
描
写
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
、
鹿
持
雅
澄

『
万
葉
集
古
義
』
は
「
わ
れ
さ
き
に
つ
か
へ
む
と
す
る
さ
ま）

11
（

」
で
あ
る
と
い
い
、

窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
は
「
供
奉
の
臣
下
の
天
皇
に
お
仕
え
す
る
こ
と
の

た
ゆ
み
な
さ
を
、
離
宮
の
風
景
に
関
係
さ
せ
、
ま
た
繰
り
返
し
と
し
て
、
力
強

く
い
っ
た
も
の
」
と
し
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
「
朝
川
渡
り
」
の
頭

注
で
は
「
下
の
『
夕
川
渡
る
』
と
共
に
、
多
数
の
供
奉
者
た
ち
が
、
終
日
天
皇

の
お
傍
近
く
で
和
楽
す
る
こ
と
を
述
べ
て
帝
徳
の
広
大
、
天
下
の
太
平
を
讃
美

し
た
も
の
」、「
船
競
ひ
」
の
頭
注
で
は
「
大
宮
人
た
ち
の
遊
び
興
ず
る
さ
ま）

1（
（

」

で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
描
写
は
、
多
く
の
大
宮
人
た
ち
が
絶
え
る

こ
と
な
く
天
皇
へ
仕
え
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
は
い
る
が
、
第
一
義
と
し

て
は
彼
ら
の
船
遊
び
の
様
子
が
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
天
皇
自
身
の
「
遊
」

の
風
景
で
は
な
く
、
天
皇
に
仕
え
る
臣
下
た
ち
の
「
遊
」
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
船
競
ひ
」
と
い
う
船
競
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は
、
天
皇
が
吉
野
に
立
派
な
離
宮
を
営
み
、
そ
の
山
水
の
地
に
遊
覧
し
て
徳
を

示
し
た
こ
と
か
ら
、
吉
野
は
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
」
場
所
で
あ
り
、「
ま
た
還
り

見
む
」
べ
き
場
所
で
あ
る
と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
吉
野
の
地

が
天
皇
の
徳
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
」
場
所
で
あ
り
、「
ま
た

還
り
見
む
」
べ
き
場
所
で
あ
る
こ
と
の
起
源
と
し
て
の
位
置
付
け
を
与
え
よ
う

と
し
て
い
る
も
の
と
い
え
、
以
後
の
歌
人
た
ち
が
こ
の
表
現
を
踏
襲
す
る
意
味

は
、
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四　

吉
野
行
幸
歌
Ｂ
の
検
討
ー
ー
顔
延
年
の
従
駕
詩
を
め
ぐ
っ
て

当
該
作
品
Ｂ
の
理
解
に
つ
い
て
は
、契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
精
撰
本
が
も
っ

と
も
早
く
そ
の
全
体
像
を
把
握
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

山
川
モ
依
テ
ツ
カ
フ
ル
ト
ハ
山
神
河
伯
モ
帝
徳
ニ
帰
シ
テ
〈
仕
フ
マ
ツ
ル

ナ
リ
。
山
川
ノ
川
清
テ
読
ヘ
シ
。
山
ト
川
ト
ナ
リ
〉
此
歌
初
ノ
四
句
ハ
帝

ノ
徳
ヲ
神
ニ
比
シ
、
次
ノ
四
句
ハ
芳
野
ニ
殿
ツ
ク
リ
ス
ル
コ
ト
ヲ
云
、
次

ノ
二
句
ハ
眺
望
シ
玉
フ
事
ヲ
云
ヒ
、
タ
ヽ
ナ
ハ
ル
ト
云
ヨ
リ
サ
テ
刺
渡
マ

テ
ハ
山
ノ
四
方
青
山
メ
ク
テ
景
気
ノ
能
ヲ
述
、
且
山
神
帝
ノ
タ
メ
ニ
花
紅

葉
ヲ
モ
御
覧
ニ
ソ
ナ
ヘ
色
香
ヲ
添
、
河
伯
ハ
魚
ヲ
奉
〈
リ
テ
〉
鵜
川
等
ノ

利
多
カ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
云
、
山
川
モ
ト
云
ヨ
リ
終
マ
テ
ハ
百
姓
〈
ハ
〉

云
ニ
ヤ
及
フ
。
神
祇
モ
カ
シ
〈
コ
〉
マ
リ
仕
ヘ
マ
ツ
ル
御
世
〈
ナ
リ
〉
ト
、

誉
タ
テ
マ
ツ
ル
也
。

の
晋
・
周
處
の
『
風
土
記
』
で
あ
り
、
す
で
に
五
月
五
日
の
重
数
節
と
結
び
つ

い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
中
村
氏
は
、「
競
渡
は
三
世
紀
中
葉
以
前

か
ら
存
在
し
、
三
世
紀
初
頭
こ
ろ
の
五
月
五
日
の
節
日
成
立
に
よ
っ
て
、
従
来

は
四
月
や
五
月
に
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
競
渡
が
、
五
月
五
日
に
集
約
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
競
渡
の
起
源
を
紀
元
前
後
や
、
こ
れ
よ
り
古
い
時
代
に
求

め
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
五
月
五
日
の
端
午
の

節
は
、
古
代
日
本
に
お
い
て
は
薬
猟
と
し
て
受
容
さ
れ
て
お
り
、
古
代
中
国
で

古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
「
競
渡
」
と
い
う
習
俗
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
知
識

も
、同
時
に
渡
来
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
吉
野
に
お
け
る「
舟

競
ひ
」
が
こ
の
「
競
渡
」
に
由
来
す
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
荊
楚
歳

時
記
』
に
「
州
将
及
び
土
人
は
悉
く
水
に
臨
み
て
之
を
観
る
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
船
競
争
に
は
遊
楽
的
側
面
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

そ
し
て
当
該
作
品
Ａ
の
臣
下
た
ち
が
船
遊
び
に
興
じ
る
描
写
の
背
後
に
は
、
そ

れ
を
悠
然
と
見
物
す
る
天
皇
の
姿
―
―
垂
拱
端
座
す
る
天
皇
の
姿
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

臣
下
た
ち
の
船
遊
び
の
様
子
が
う
た
わ
れ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
天
皇
の
治

世
が
安
泰
で
平
穏
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
大
宮
人

た
ち
は
朝
夕
の
船
遊
び
に
興
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
山
水

の
地
に
遊
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
天
皇
の
徳
が
、
あ
ま
ね
く
天
下
に
行

き
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
人
麻
呂
は
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
天

皇
の
治
世
と
国
家
の
安
泰
と
を
讃
美
し
た
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
の
当
該
作
品
Ａ
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巻
一
・
京
都
）、
揚
雄
の
「
甘
泉
賦
」（『
文
選
』
巻
七
・
郊
祀
）、
顔
延
年
の
「
車

駕
幸
京
口
三
月
三
日
侍
遊
曲
阿
後
湖
作
一
首
」（『
文
選
』
巻
二
十
二
・
游
覧
）
が

引
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
精
撰
本
で
は
班
固
賦
と
宝
鼎
詩
の
み
が
引
用
さ

れ
て
お
り
、
揚
雄
賦
と
顔
延
年
詩
は
何
ら
か
の
理
由
で
精
撰
本
か
ら
削
除
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
初
稿
本
・
精
撰
本
両
者
が
引
用
す
る
班
固
の「
東
都
賦
」

と
「
宝
鼎
詩
」
は
、
次
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

於
是
発
鯨
魚
、
鏗
華
鐘
、
登
玉
輅
、
乗
時
龍
。
鳳
蓋
棽
麗
、
和
鑾
玲
瓏
。

天
官
景
従
、
寝
威
盛
容
。
山
霊
護
野
、
属
御
方
神
、
雨
師
汎
灑
、
風
伯
清
塵
、

千
乗
雷
起
、
万
騎
紛
紜
、
元
戎
竟
野
、
戈
鋋
彗
雲
、
羽
旄
掃
霓
、
旌
旗
拂

天
、
焱
焱
炎
炎
、
揚
光
飛
文
、
吐
爓
生
風
、
欱
野
歕
山
、
日
月
為
之
奪
明
、

丘
陵
為
之
搖
震
。

〔
是
に
於
て
鯨
魚
を
発
げ
、
華
鐘
を
鏗
き
、
玉
輅
に
登
り
、
時
龍
に
乗
る
。
鳳

蓋
棽
麗
に
し
て
、
和
鑾
玲
瓏
た
り
。
天
官
景
の
ご
と
く
従
ひ
、
威
を
寝
に
し

容
を
盛
ん
に
す
。
山
霊
野
を
護
り
、
属
御
に
方
神
あ
り
、
雨
師
汎
灑
し
、
風

伯
塵
を
清
め
、
千
乗
雷
の
ご
と
く
起
り
、
万
騎
紛
紜
と
し
て
、
元
戎
野
に
竟

り
、
戈
鋋
雲
を
彗
ひ
、
羽
旄
霓
を
掃
ひ
、
旌
旗
天
を
拂
ひ
、
焱
焱 

炎
炎
と
し
て
、

光
を
揚
げ
文
を
飛
ば
し
、
爓
を
吐
き
風
を
生
じ
、
野
に
欱
ひ
山
に
歕
き
、
日

月
も
之
が
為
に
明
を
奪
は
れ
、
丘
陵
も
之
が
為
に
搖
震
す
。〕

　
　
　
　

宝
鼎
詩

　

嶽
修
貢
兮
川
效
珍
。　

嶽
は
貢
を
修
め
川
は
珍
を
效
し
、

当
該
作
品
Ｂ
の
長
歌
で
は
、「
わ
ご
大
君
」
で
あ
る
天
皇
が
神
と
し
て
君
臨
し
、

吉
野
川
の
河
内
に
高
く
そ
び
え
る
宮
殿
を
造
り
、
そ
こ
に
登
り
立
っ
て
国
見
を

す
る
と
、
山
神
は
春
の
花
や
秋
の
黄
葉
を
御
調
と
し
て
奉
り
、
川
神
は
鵜
飼
い

や
小
網
に
よ
っ
て
川
の
恵
み
を
大
御
食
と
し
て
奉
る
の
だ
と
い
い
、
天
皇
の
御

代
は
山
川
の
神
が
こ
ぞ
っ
て
お
仕
え
す
る
神
の
御
代
で
あ
る
と
し
て
、
持
統
天

皇
の
治
世
を
讃
え
る
内
容
で
あ
る
。
反
歌
に
お
い
て
も
、
再
び
山
川
の
神
々
の

奉
仕
を
詠
み
、
わ
が
天
皇
は
神
そ
の
も
の
と
し
て
、
水
激
つ
河
内
に
船
出
を
な

さ
れ
る
こ
と
だ
と
詠
む
。
当
該
作
品
Ｂ
は
、
一
貫
し
て
山
川
の
神
々
の
天
皇
へ

の
奉
仕
を
う
た
う
こ
と
が
そ
の
特
徴
と
し
て
認
め
ら
れ
、
天
皇
の
権
威
の
盤
石

な
る
こ
と
へ
の
讃
美
で
あ
る
と
い
え
る
。『
万
葉
集
』
の
中
に
お
い
て
、
天
皇

に
神
が
奉
仕
す
る
と
い
う
稀
有
な
表
現
が
い
か
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
の
か
に
つ

い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
契
沖
が
指
摘
す
る

中
国
詩
を
と
お
し
て
考
え
て
み
た
い
。

契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』
の
初
稿
本
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

文
選
班
固
東
都
賦
曰
。
山
霊
護
野
属
御
方
神
。
雨
師
汎
灑
風
伯
清
塵
。
同

宝
鼎
詩
曰
。
嶽
脩
貢
兮
川
效
珍
。
揚
雄
甘
泉
賦
曰
。
八
神
奔
而
警
蹕
兮
、

振
殷
轔
而
軍
装
、
蚩
尤
之
倫
帯
干
将
而
秉
玉
戚
兮
。
顔
延
年
詩
、
山
祇
蹕

嶠
路
、
水
若
警
滄
流
。
山
川
も
よ
り
て
つ
か
ふ
る
な
と
は
、
四
民
百
姓
は

い
ふ
に
や
を
よ
ふ
。
冥
祇
ま
て
も
か
し
こ
ま
り
つ
か
ふ
ま
つ
る
御
代
か
な

と
、
ほ
め
た
て
ま
つ
る
な
り
。

こ
こ
に
は
、
班
固
の
「
東
都
賦
」
と
、
同
賦
に
み
え
る
「
宝
鼎
詩
」（『
文
選
』
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車
駕
幸
京
口
三
月
三
日
侍
遊
曲
阿
後
湖
作
一
首　

顔
延
年

　

虞
風
載
帝
狩
。　
　

虞
風
に
帝
の
狩
を
載
し
、

　

夏
諺
頌
王
遊
。　
　

夏
諺
に
王
の
遊
を
頌
げ
り
。

　

春
方
動
辰
駕
。　
　

春
方 

辰
駕 

動
か
ん
と
し
、

　

望
幸
傾
五
州
。　
　

幸
を
望
み
て 

五
州 

傾
け
り
。

　

山
祇
蹕
嶠
路
。　
　

山
祇
は
嶠
の
路
を
蹕
へ
、

　

水
若
警
滄
流
。　
　

水
若
は
滄
き
流
れ
を
警
め
り
。

　

神
御
出
瑤
軫
。　
　

神
御 

瑤
の
軫
を
出
し
、

　

天
儀
降
藻
舟
。　
　

天
儀 

藻
け
る
舟
に
降
る
。

　

万
軸
胤
行
衛
。　
　

万
軸
は
胤
き
て
行
き
衛
り
、

　

千
翼
汎
飛
浮
。　
　

千
翼
は
汎
び
て
飛
び
浮
く
。

　

彤
雲
麗
琁
蓋
。　
　

彤
雲
は
琁
の
蓋
に
麗
き
、

　

祥
飇
被
綵
斿
。　
　

祥
飇
は
綵
し
き
斿
を
被
す
。

　

江
南
進
荊
豔
。　
　

江
南
に
荊
の
豔
を
進
め
、

　

河
激
献
趙
謳
。　
　

河
激
に
趙
の
謳
を
献
る
。

　

金
練
照
海
浦
。　
　

金
練
は
海
の
浦
を
照
ら
し
、

　

笳
鼓
震
溟
洲
。　
　

笳
鼓
は
溟
き
洲
を
震
す
。

　

藐
盼
覯
青
崖
。　
　

藐
盼
と
し
て
青
き
崖
を
覯
て
、

　

衍
漾
観
緑
疇
。　
　

衍
漾
と
し
て
緑
な
す
疇
を
観
る
。

　

人
霊
騫
都
野
。　
　

人
と
霊 

都
と
野
に
騫
れ
、

　

鱗
翰
聳
淵
丘
。　
　

鱗
と
翰 

淵
と
丘
に
聳
く
。

　

吐
金
景
兮
歊
浮
雲
。　

金
景
を
吐
い
て
浮
雲
を
歊
す
。

　

宝
鼎
見
兮
色
紛
縕
。　

宝
鼎 

見
れ
て
色 

紛
縕
た
り
、

　

煥
其
炳
兮
被
龍
文
。　

煥
と
し
て
其
れ
炳
き
龍
文
を
被
る
。

　

登
祖
廟
兮
享
聖
神
。　

祖
廟
に
登
り
て
聖
神
を
享
す
、

　

昭
霊
徳
兮
彌
億
年
。　

霊
徳
を
昭
か
に
し
億
年
に
彌
ら
ん）

11
（

。

「
東
都
賦
」
は
、
後
漢
・
明
帝
が
天
子
と
し
て
の
礼
や
徳
を
備
え
た
聖
な
る

天
子
で
る
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
天
子
行
幸
の
際
の
行
列
に

お
い
て
、
山
の
神
は
野
を
守
り
、
四
方
の
神
々
は
各
々
天
子
を
警
護
し
、
雨
の

神
は
水
を
注
ぎ
、
風
の
神
は
塵
を
清
め
る
の
だ
と
い
い
、
山
の
神
、
四
方
の
神
、

雨
の
神
、
風
の
神
が
そ
れ
ぞ
れ
天
子
の
行
列
を
守
り
、
奉
仕
す
る
姿
が
詠
ま
れ

て
い
る
。
続
く
「
宝
鼎
詩
」
で
は
、
嶽
川
の
神
か
ら
天
子
の
宝
物
と
さ
れ
る
宝

鼎
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
宝
鼎
を
祖
廟
に
お
い
て
祀
っ
た
こ
と
で
、
天
子
の
霊

徳
は
億
年
に
も
及
ぶ
の
だ
と
い
う
。「
宝
鼎
詩
」
に
は
、
天
子
に
宝
物
を
奉
る

嶽
川
の
神
が
詠
ま
れ
、
神
々
に
奉
仕
さ
れ
る
聖
天
子
の
姿
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

契
沖
が
当
該
作
品
Ｂ
と
の
共
通
点
を
見
出
し
た
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
点
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
辰
巳
正
明
氏
は
、
班
固
の
詩
賦
に
み
ら
れ
る
神
々
の
奉
仕
は
、

天
子
が
神
々
か
ら
の
奉
仕
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
神
祀
り
を
行
い
、

天
子
の
神
徳
を
得
る
と
い
う
文
脈
に
あ
り
、
当
該
作
品
の
よ
う
に
天
皇
を
絶
対

的
支
配
者
と
し
て
神
々
を
従
属
さ
せ
る
図
式
と
は
異
質
で
あ
る
と
し
て
、
班
固

の
詩
賦
と
当
該
作
品
Ｂ
と
の
意
図
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
論
）。
で
は
、

一
方
の
顔
延
年
詩
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。      　
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さ
ら
に
こ
の
Β
の
作
品
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
吉
野
川　

激
つ
河

内
に　

高
殿
を　

高
知
り
ま
し
て　

登
り
立
ち　

国
見
を
せ
せ
ば
」
と
詠
ま
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
天
皇
の
「
国
見
」
の
姿
で
あ
る
よ
り

も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
持
統
天
皇
の
行
幸
の
理
念
が
古
代
中
国
の
天
子

の
巡
狩
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
描
写
は
「
望
祭
」

を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
望
祭
」は
先
に
み
た『
礼
記
』王
制
に「
柴

而
望
祀
山
川
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
柴
を
焚
い
て
煙
を
上
げ
る
こ
と
が
天
子
の

望
祭
を
告
げ
る
の
で
あ
り
、
天
子
は
高
所
か
ら
山
川
を
臨
み
見
て
神
祀
り
を
行

う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
望
祭
」
は
天
子
の
巡
狩
の
中
で
も
重
要
な
儀
礼
の
一
つ

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
記
述
は
古
代
中
国
で
は
多
く
の
文
献
に
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
と
え
ば
『
尚
書
』
の
「
舜
帝
」
に
は
「
歳
二
月
、東
巡
守
、至
于
岱
宗
、

柴
、
望
秩
于
山
川）

11
（

。」
と
あ
り
、
こ
の
山
川
の
望
祭
は
春
二
月
の
東
、
夏
五
月

の
南
、
秋
八
月
の
西
、
冬
十
一
月
の
北
に
お
い
て
も
同
様
の
祭
祀
を
行
う
の
だ

と
い
う
。
こ
の『
尚
書
』の
規
範
は
そ
れ
以
後
の
天
子
巡
狩
の
基
準
と
な
り
、『
漢

書
』（
巻
二
十
五
）
の
「
郊
祀
志
」
に
は
「
歳
二
月
、
東
巡
狩
、
至
于
岱
宗
。
岱

宗
、
泰
山
也
。
柴
、
望
秩
于
山
川）

11
（

。」
と
し
て
継
承
さ
れ
、
漢
代
に
お
い
て
実

現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
天
子
の
「
望
祭
」
は
、『
万

葉
集
』
巻
一
の
舒
明
天
皇
御
製
の
題
詞
に
「
天
皇
、
登
香
具
山
望
国
之
時
御
製

歌
」
と
あ
る
「
望
国
」
と
同
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　

天
皇
の
、
香
具
山
に
登
り
て
望
国
し
た
ま
ひ
し
時
の
御
製
歌

大
和
に
は　

群
山
あ
れ
ど　

と
り
よ
ろ
ふ　

天
の
香
具
山　

登
り
立
ち

　

徳
礼
既
普
洽
。　
　

徳
礼 

既
に
普
く
洽
ひ
、

　

川
嶽
徧
懐
柔
。　
　

川
嶽 

徧
く
懐
り
柔
ず）

11
（

。

右
の
顔
延
年
詩
は
、
宋
・
文
帝
の
京
口
へ
の
行
幸
時
、
三
月
三
日
の
節
日
に

曲
阿
の
後
湖
を
遊
覧
し
た
際
に
従
駕
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
詩
の
内
容

は
、
先
の
「
東
都
賦
」
の
よ
う
に
天
子
の
行
幸
の
華
や
か
な
様
子
と
、
山
祇
水

若
の
神
々
が
天
子
の
ゆ
く
先
を
清
め
、
奉
仕
す
る
姿
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
そ
の
よ
う
に
神
々
が
仕
え
、
民
や
神
、
魚
や
鳥
ま
で
も
が
天
子
を
お
迎
え

す
る
の
は
、
天
子
の
徳
と
礼
が
あ
ま
ね
く
天
下
に
ゆ
き
渡
っ
て
い
る
た
め
で
あ

り
、
そ
こ
の
と
に
よ
っ
て
こ
の
世
の
川
嶽
の
神
々
は
す
べ
て
天
子
に
従
い
、
喜

ん
で
お
仕
え
す
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
「
徳
礼
既
普
洽
。
川
嶽
徧
懐
柔
。」
と
は
、

神
々
の
奉
仕
に
よ
っ
て
天
子
の
徳
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
構
図
で
は
な
く
、

天
子
の
徳
に
よ
っ
て
神
々
が
従
属
す
る
と
い
う
、
天
子
の
自
ず
か
ら
な
る
徳
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
山
川
の
神
々
す
ら
も
従
わ
せ
る
ほ
ど

の
徳
を
備
え
た
聖
天
子
の
登
場
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
聖
天
子
の
も
と
に
あ
っ

て
は
、
神
々
は
喜
ん
で
奉
仕
す
る
の
だ
と
い
う
寿
ぎ
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
思

想
は
当
該
作
品
Ｂ
を
支
え
る
骨
格
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
人
麻
呂
は
持
統

天
皇
を
こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ
た
聖
天
子
と
し
て
描
く
こ
と
を
意
図
し
た
の
だ
と

い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
方
法
は
、
右
に
み
た
よ
う
な
古
代
中
国
の
聖
天
子
現
出

の
思
想
を
受
容
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
顔
延
年
詩
が
『
文
選
』
の
「
游
覧
」

の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、天
子
の
行
幸
は「
遊
覧
」

と
い
う
概
念
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。



―103―

本
稿
は
、
人
麻
呂
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
の
様
相
を
、
吉
野
行
幸
従
駕
時
の

二
つ
の
作
品
に
よ
っ
て
考
察
し
た
。
当
該
作
品
は
持
統
天
皇
の
吉
野
行
幸
と
切

り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
は
じ
め
に
持
統
天
皇
の
行
幸
の
理
念
に

つ
い
て
確
認
し
た
。
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
天
皇
に
は
み

ら
れ
な
い
あ
ら
た
な
行
幸
理
念
が
獲
得
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
古
代
中
国
の
天

子
の
巡
狩
の
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
古
代
中
国
の
天
子
の
行

幸
に
は
、
遊
覧
と
い
う
概
念
も
包
含
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
聖
武
天
皇
の
紀
伊

行
幸
の
詔
に
「
遊
覧
」
と
い
う
言
葉
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
世
の
天
皇
行
幸

は
遊
覧
と
い
う
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
持
統
天
皇
の
吉
野
行
幸
は
、
天

子
の
巡
狩
の
中
で
も
、
こ
の
遊
覧
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
人
麻
呂
の
当
該
作
品
も
天
子
の
遊
覧
と
い
う
背
景
か
ら
出
発
し
た
の
だ
と

い
え
る
。
そ
の
遊
覧
の
中
で
、
当
該
作
品
Ａ
で
は
、
持
統
天
皇
は
山
水
の
地
に

遊
ぶ
こ
と
で
儒
教
的
な
徳
と
老
荘
的
な
長
寿
を
身
に
付
け
、
国
家
を
安
泰
へ
と

導
く
聖
天
子
と
し
て
描
く
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
儒
教
的
な
解

釈
か
ら
す
れ
ば
、
天
子
が
山
水
に
遊
ぶ
こ
と
は
国
家
安
寧
に
つ
な
が
る
行
為
で

あ
り
、
そ
の
平
穏
な
世
を
象
徴
す
る
の
が
大
宮
人
た
ち
の
船
遊
び
の
様
子
で
あ

る
。
持
統
天
皇
は
そ
の
様
子
を
垂
拱
端
座
し
て
観
覧
す
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に

天
皇
の
徳
に
よ
っ
て
平
安
な
世
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
へ
の
讃
美
で
あ
る
と
い

え
る
。
当
該
作
品
Ｂ
に
は
、
上
古
の
天
皇
の
国
見
を
髣
髴
と
さ
せ
る
表
現
が
あ

る
が
、こ
れ
は
む
し
ろ「
望
祭
」の
姿
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
天
子
の「
望
祭
」

は
巡
狩
の
中
の
重
要
な
神
祀
り
の
儀
礼
で
あ
り
、
天
子
の
み
が
行
う
こ
と
の
で

国
見
を
す
れ
ば　

国
原
は　

煙
立
つ
立
つ　

海
原
は　

鷗
立
つ
立
つ　

う
ま
し
国
そ　

蜻
蛉
島　

大
和
の
国
は
（
巻
一
・
二
）

こ
こ
に
は
、
大
和
に
数
あ
る
山
の
中
で
も
香
具
山
が
選
ば
れ
、
そ
こ
に
登
り

立
っ
て
国
見
を
す
る
の
だ
と
い
い
、
山
川
（
山
海
）
か
ら
煙
と
鷗
の
立
ち
の
ぼ

る
様
子
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
古
代
中
国
の
天
子
の
巡
狩
の
理
念

に
基
づ
い
た
、
古
代
日
本
に
お
け
る
「
望
祭
」
の
起
源
を
告
げ
る
も
の
で
あ
り
、

持
統
朝
に
至
っ
て
も
山
川
を
望
す
る
こ
と
は
天
皇
の
専
権
的
か
つ
伝
統
的
な
儀

礼
で
あ
っ
た
。
古
代
日
本
の
天
皇
は
、
こ
の
伝
統
的
な
儀
礼
を
引
き
継
ぎ
な
が

ら
も
、
聖
武
朝
に
お
い
て
は
「
山
に
登
り
海
を
望
む
に
、
此
間
最
も
好
し
。
遠

行
を
労
ら
ず
し
て
、
遊
覧
す
る
に
足
れ
り
。」
と
い
う
詔
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

山
川
の
「
望
祭
」
が
「
遊
覧
」
と
い
う
概
念
へ
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、

持
統
朝
に
お
け
る
吉
野
行
幸
が
、
天
皇
の
「
望
祭
」
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
聖

武
朝
に
あ
ら
わ
れ
る
「
遊
覧
」
と
い
う
新
た
な
行
幸
理
念
の
始
発
に
位
置
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
、「
望
祭
」と「
遊
覧
」

と
い
う
二
つ
の
理
念
と
目
的
に
よ
っ
て
、
持
統
天
皇
は
吉
野
へ
と
行
幸
し
た
の

で
あ
り
、
人
麻
呂
は
そ
の
二
つ
の
意
味
を
理
解
し
、
当
該
作
品
へ
と
展
開
し
た

の
だ
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
、
人
麻
呂
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
の
姿
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に
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通
諷
諭
、
或
以
宣
上
徳
而
尽
忠
孝
、
雍
容
揄
揚
、
著
於
後
嗣
。

〔
是
を
以
て
、
衆
庶
は
悅
豫
し
、
福
応
尤
も
盛
ん
な
り
。
白
麟 

赤
鴈
、
芝
房 

宝

鼎
の
歌
、
郊
廟
に
薦
め
、
神
雀 

五
鳳
、
甘
露 

黄
龍
の
瑞
、
以
て
年
紀
と
為
す
。

故
に
言
語
侍
従
の
臣
に
は
、
司
馬
相
如
、
虞
丘
寿
王
、
東
方
朔
、
枚
皐
、
王
襃
、

劉
向
の
属
の
若
き
、
朝
夕
に
論
思
し
て
、
日
月
に
献
納
し
、
公
卿
大
臣
に
は
、

御
史
大
夫
倪
寬
、
太
常
孔
臧
、
太
中
大
夫
董
仲
舒
、
宗
正
劉
徳
、
太
子
太
傅
蕭

望
之
等
、
時
時 

間
々
作
り
、
或
い
は
以
て
下
情
を
抒
べ
て
諷
諭
を
通
じ
、
或

い
は
以
て
上
徳
を
宣
べ
て
忠
孝
を
尽
く
し
、
雍
容 

揄
揚
し
て
、
後
嗣
に
著
せ

り）
11
（

。〕

こ
こ
に
は
、
天
子
の
世
に
瑞
祥
が
起
こ
り
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
歌
が
作
ら
れ

て
廟
に
捧
げ
ら
れ
、
瑞
祥
は
年
号
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
〈
言
語
侍
従
の
臣
〉
た

ち
は
、
朝
夕
に
思
い
め
ぐ
ら
し
て
天
子
に
詩
を
奉
り
、
天
子
に
民
の
思
い
を
伝

え
、
ま
た
民
に
天
子
の
徳
を
述
べ
て
忠
孝
を
尽
く
さ
せ
る
な
ど
、
天
子
の
徳
を

ほ
め
た
た
え
る
詩
を
残
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
聖
天
子
の

世
に
あ
っ
て
は
、〈
言
語
侍
従
の
臣
〉
た
ち
は
天
子
を
讃
美
す
る
詩
文
を
作
り
、

献
上
す
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
当
該
の
人
麻
呂
の
吉

野
行
幸
歌
の
在
り
方
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
や
『
懐
風
藻
』
に

多
く
の
行
幸
歌
や
応
招
詩
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
歌
人
や
詩
人
た
ち
が
こ
の

〈
言
語
侍
従
の
臣
〉
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
人
麻
呂

が
吉
野
行
幸
従
駕
歌
を
詠
ん
だ
必
然
性
は
、
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

き
る
祭
祀
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
該
作
品
Ｂ
に
お
い
て
は
、
持
統
天
皇
の
丁
重

な
神
祀
り
に
よ
っ
て
神
々
が
奉
仕
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
大
い
な
る
徳
に

よ
っ
て
神
々
が
自
ず
か
ら
奉
仕
す
る
の
だ
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天

皇
が
神
々
を
も
従
わ
せ
る
ほ
ど
の
大
い
な
る
徳
を
身
に
つ
け
、
こ
の
世
に
聖
天

子
と
し
て
君
臨
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。
人
麻
呂
は
Ａ
Ｂ
二

組
の
作
品
に
よ
っ
て
、
持
統
天
皇
が
聖
天
子
と
し
て
こ
の
世
に
登
場
し
た
こ
と

を
讃
美
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
古
代
中
国
の
天
子
の
行
幸
と
遊
覧
の
理

念
に
求
め
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
遊
覧
と
い
う
概
念
は
、
後

の
聖
武
天
皇
の
行
幸
へ
と
つ
な
が
る
新
し
い
行
幸
の
概
念
と
し
て
、
持
統
朝
に

形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

人
麻
呂
が
こ
の
よ
う
な
作
品
を
行
幸
時
に
詠
ん
だ
の
は
、
人
麻
呂
が
宮
廷
に

お
け
る
〈
言
語
侍
従
の
臣
〉
と
し
て
奉
仕
す
る
立
場
に
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い

か
と
発
言
し
た
の
は
、
辰
巳
正
明
氏
で
あ
る）

11
（

。〈
言
語
侍
従
の
臣
〉
と
は
、
聖

天
子
が
あ
ら
わ
れ
た
時
に
、
そ
れ
を
詩
文
で
賞
讃
す
る
、
詩
文
を
も
っ
て
天
子

に
仕
え
る
専
門
的
な
臣
下
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
は
、
次
の
班
固
の
「
両

都
賦
序
」
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。

是
以
衆
庶
悅
豫
、
福
応
尤
盛
。
白
麟
赤
鴈
、
芝
房
宝
鼎
之
歌
、
薦
於
郊
廟
、

神
雀
五
鳳
、
甘
露
黄
龍
之
瑞
、
以
為
年
紀
。
故
言
語
侍
従
之
臣
、
若
司

馬
相
如
、
虞
丘
寿
王
、
東
方
朔
、
枚
皐
、
王
襃
、
劉
向
之
属
、
朝
夕
論
思
、

日
月
献
納
、
而
公
卿
大
臣
、
御
史
大
夫
倪
寬
、
太
常
孔
臧
、
太
中
大
夫
董

仲
舒
、
宗
正
劉
徳
、
太
子
太
傅
蕭
望
之
等
、
時
時
間
作
、
或
以
抒
下
情
而
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の
ち
『
中
西
進 

万
葉
論
集
』
第
一
巻
（
一
九
九
五
年
、講
談
社
）
収
載
。
な
お
、『
万

葉
集
』の
吉
野
歌
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
論
に「『
清
き
河
内
』―
吉
野
歌
の
問
題
」

『
中
西
進 

万
葉
論
集
』
第
二
巻
（
一
九
九
五
年
、
講
談
社
）
も
あ
る
。

（
（1
）
中
西
進
「
辞
譜
の
系
譜
」『
中
西
進 

万
葉
論
集
』
第
二
巻
（
一
九
九
五
年
、
講
談

社
）
な
ど
。

（
（1
）『
万
葉
集
全
注
』
巻
第
一
（
伊
藤
博 

担
当
、
一
九
八
三
年
、
有
斐
閣
）。

（
（1
）
辰
巳
正
明
「
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
と
中
国
遊
覧
詩
」『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』（
一

九
八
七
年
、笠
間
書
院
）。
以
下
の
辰
巳
論
の
引
用
の
「
前
掲
論
」
は
同
論
に
よ
る
。

初
出
は
「
柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
と
中
国
遊
覧
詩
」『
上
代
文
学
』
四
十
七
号

（
一
九
八
一
年
十
一
月
）・
同
四
十
八
号
（
一
九
八
二
年
四
月
）。

（
（1
）
全
釈
漢
文
大
系
『
論
語
』（
平
岡
武
夫 

著
、
一
九
八
〇
年
、
集
英
社
）
に
よ
る
。

（
（1
）
頼
炎
元
『
韓
詩
外
伝
今
註
今
訳
』（
一
九
七
二
年
、
台
湾
商
務
印
刷
書
）
に
よ
る
。

訳
注
も
本
書
を
参
照
し
た
。

（
（1
）『
懐
風
藻
』
の
引
用
は
、辰
巳
正
明
『
懐
風
藻
全
注
釈
』（
二
〇
一
二
年
、笠
間
書
院
）

に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
11
）
鹿
持
雅
澄
『
万
葉
集
古
義
』
第
一
巻
（
一
九
二
八
年
、
名
著
刊
行
会
）。

（
1（
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
』
一
（
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治

之 

校
注
・
訳
、
一
九
九
四
年
、
小
学
館
）。

（
11
）『
契
沖
全
集
』
第
一
巻
（
一
九
七
三
年
、岩
波
書
店
）。
以
下
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。

な
お
、〈　

〉
内
は
朱
書
部
分
で
あ
る
。

（
11
）『
荊
楚
歳
時
記
』（
守
屋
美
都
雄 

訳
注
、
布
目
潮
渢
・
中
村
裕
一 

補
訂
、
一
九
七

八
年
、
平
凡
社
）。

（
11
）
中
村
裕
一
『
古
代
中
国
の
年
中
行
事
』
第
二
册
・
夏
（
二
〇
〇
九
年
、
汲
古
書
院
）。

（
11
）
全
釈
漢
文
大
系
『
文
選　

文
章
編
』
一
（
小
尾
郊
一 

著
、一
九
七
四
年
、集
英
社
）

に
よ
る
。

（
11
）
全
釈
漢
文
大
系
『
文
選　

詩
騒
編
』
三
（
花
房
英
樹 

著
、一
九
七
四
年
、集
英
社
）

に
よ
る
。

注（
１
）『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
中
西
進
『
万
葉
集　

全
訳
注
原
文
付
』（
講
談
社
文
庫
）

に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
２
）
身
崎
寿
「
吉
野
讃
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
二
巻
（
一
九
九
九
年
、

和
泉
書
院
）。

（
３
）
大
谷
「
古
代
天
皇
行
幸
の
理
念
的
性
格
の
位
置
付
け
―
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸

を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
万
葉
古
代
学
研
究
年
報
』
第
十
四
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。

（
４
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
下
（
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・

大
野
晋 

校
注
、
一
九
六
五
年
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
以
下
の
『
日
本
書
紀
』

の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。

（
５
）
全
釈
漢
文
大
系
『
礼
記
』
上
（
市
原
亨
吉
・
今
井
清
・
鈴
木
隆
一 

著
、一
九
七
六
年
、

集
英
社
）
に
よ
る
。
な
お
、
注
は
適
宜
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。

（
６
）『
宋
書  

一
』
紀
・
志
（
中
華
書
局
）
に
よ
る
。

（
７
）『
芸
文
類
聚
』
二
（
上
海
古
籍
出
版
社
）
に
よ
る
。

（
８
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
二
（
青
木
和
夫
・
稲
岡
耕
二
・
笹
山
晴
生
・

白
藤
礼
幸 

校
注
、
一
九
九
〇
年
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
９
）
清
水
克
彦
「
吉
野
讃
歌
」『
柿
本
人
麻
呂
』（
一
九
六
五
年
、
風
間
書
房
）。
初
出

は「
人
麻
呂
に
お
け
る
伝
統
と
創
造
―
吉
野
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
文
学
』

第
五
巻
一
号
、
一
九
五
六
年
）。

（
（1
）
土
橋
寛
「
人
麻
呂
に
お
け
る
伝
統
と
創
造
―
吉
野
宮
讃
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
万

葉
集
の
文
学
と
歴
史
』（
一
九
八
八
年
、
塙
書
房
）。
初
出
は
同
題
『
日
本
古
代

の
政
治
と
文
学
』（
北
山
茂
夫
・
吉
永
登 

編
、
一
九
五
六
年
、
青
木
書
店
）。

（
（（
）『
窪
田
空
穂
全
集
』
第
十
三
巻
（
一
九
六
六
年
、
角
川
書
店
）。
以
下
の
引
用
も

同
書
に
よ
る
。

（
（1
）
武
田
祐
吉
「
人
麻
呂
の
時
代
」『
国
文
学
研
究　

柿
本
人
麻
呂
攷
』（
一
九
四
三
年
、

大
岡
山
書
店
）。

（
（1
）
中
西
進「
人
麿
と
海
彼
」『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』（
一
九
六
三
年
、桜
楓
社
）。
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（
11
）
全
釈
漢
文
大
系
『
尚
書
』（
池
田
末
利 

著
、
一
九
七
六
年
、
集
英
社
）
に
よ
る
。

（
11
）『
漢
書　

四
』
志
〔
一
〕（
中
華
書
局
）
に
よ
る
。

（
11
）
辰
巳
正
明
「
万
葉
集
と
山
水
文
学
」『
万
葉
集
と
中
国
文
学　

第
二
』（
一
九
九
三
年
、

笠
間
書
院
）、「
天
皇
と
行
幸
―
人
麿
と
言
語
侍
従
之
臣
に
つ
い
て
」『
万
葉
集
と

比
較
詩
学
』（
一
九
九
七
年
、
お
う
ふ
う
）
な
ど
。

（
11
）
注
11
同
書
。

　
［
付
記
］
本
稿
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
～
九
月
の
間
に
、
委
託
共
同
研
究
員
（
当

時
、
國
學
院
大
學
大
学
院
特
別
研
究
員
）
と
し
て
発
表
し
た
成
果
で
あ
る
。




